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本報告香 は､ 日本住宅公団港北開発局か ら (秩 )田中

造園土木設計室 に委託された ｢港北第二地区総合公Eglの

整備 に関す る調査研究｣の成果 をまとめた もので ある｡

本調査研究は､ ｢港北第二地区に配置 した総合公園に

ついて､そのおかれてい る状況 を把 握 し､将来の整備の

あ 9万について考察 し､事業実施 の指針を得 ること｣を

目的 としている0

本業務の遂行 にあた 9､横浜市緑政局 を らぴに港北 ニ

ユークウ/建設部の方 々か らは､総 合公園の基本的な方

向づけについて有益 な御教示 を うけた｡ また､川手昭二

筑波大学教授か らは､作業 の基本方針か ら細部の内容に

至 るまで多大を御指導を うけた｡そ して､港北開発局 の

担当の方 々には､終始､作業-の積極 的な参画 をいただ

いた｡ ここに深 く感謝 の意 を表す る次第である｡

1979年 7月 (秩 )田中造園土木設計室
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■ 視点 作菓方針の設定

塔北第二地区総合公Efl.Z)整備に関 しては､ これまでに

各種の調査､計画がつみあげ られてさてお D､すでに､

一定の構 想､豊備方針等が示 されている｡

本調査研究に先 だって､それ らの構 想の経緯 を再確認

すれば､ 内容的に次の 3つの段階 に整理 され る｡

(1) グ リー ンマ トリックス ･システム計画

｢港北地区の公園 ･縁遠 ･広場 ･歩行者専用道路

の計画及び設計｣

1969-1973 日本住宅公 団

(2) クク/センター計画

｢港北 ニュータウン中心地区基本設計報告者 ｣

1975 日茶住 宅公団 ･日太都市総合研究所

1975 横浜市 ･日本住宅公団

(3) 公園緑地整備計画

｢港北地区公園緑地整備計画報告香 ｣

1978 日本都市計画学会

第 1段階は､港北 ニュー タウンの全体計画の段階であ

9､ オープンスペースの トークJL,･システムとして､ ク

リ- ンマ トリック ス ･システムが設定 された｡公園緑地

系統は､ グ リーンマ トリックス ･システムの中軸 として

位置づけ られ､総合公園は､その中核 となる もの として

規模 と配置が決定されたO この投降では､比軟的まとま

りのある地形 と植生の保全が重視 された.

弟 2段階 は､港北ニュークウ/の中心地区 を形成する

タウンセンター計画の段階 である｡全体計画のなかで､

その規模 と配置が決定 される段階 で､総合公園は タウン

セ/メ- と一体的に整備することが構想 されていた｡ し

たが って､ クウ/セ/クー計画のなかで､総合公園の性

格 と役割､V,わば総合公園のセンター公園 としての位置

づけが規定 され る必要が ある｡ しか し､計画立案の過程

は ともか くとして､硯秦 の タウンセンタ-計面 では､総

合公園の位置づけは､かな らず Lも明確 ではないO

第 3段階は､港北地区の公園緑地系統の全般 にわたる

整備計画の段階 である｡ ｢港北地区公園緑地整備計画報

告者｣ (以下､ ｢整備計画報告寄｣ と絡称 )で吐､ 次の

3つの基本的 な考え方に基 づいて､公園緑地系統の各構

成要素につV,て､基本的な整備方針が示 されている.

(1) 公園緑地 を コミュニテ ィ施設 と認識 し､計画か ら

管理 の段階 まで､横塵的に住民参加 をはか る｡

(2) 施行者は､基盤整備 を充分に行 い､その上で可能

をか ぎbフレキシブルを空間 として､公園緑地 を

整備する｡

(3) み どりを中心 とする公園づ くDを目指すo

整備方針 に示 された総合公園の位世づけほ､

･広域型 タウンセンター と一体 となって､買物､ レク ))

エー ソ ヨ ン等 の行為の共存 をはか L)､ リ- ノヨナルセ

/クーの一役 を果す｡

･自然公園的性格 を中心 として､ 多 目的 を役割 を果す｡



ことであ り,その並備方針は概略次の とお りであるO

･広域対象 で面積 も比較的大 きいので､既存林 を生か し

た環境づ くりと共に､多様性 をもたせ る｡

･タウンセンタ- との一体化 を図 る｡

･基 本的には公共管理 とし､状況 に応 じ市民の参画を導

入す る｡

以 上が､総合公園 の構想の経緯 と現時点 にかけ る基本

的 な位置づけお よび整備方針 であるO総合公園整備計画

が､ これ らの方針 に基づいて具体化 されてゆ く ことに仕､

基 本的に問題は75:ho しか し､ ｢タウンセンター との 一

体化.忙ついては､ これまでの経緯 か らみ て､ ク リ- /

マ トリックス ･ンステム計画の次元Kまでさかのぼ って､

再検討す る必要が あると考え られる｡

タ リー /マ トリックス ･/ステムは､港北 ニユータウ

ン計画 に券ける重要 な /ステムであ 9､ 二ユー タウンの

全体計画の策定に主導的を役割 をはた して きた｡ しか し､

総合公園の個別的な整備計画 を立案する視点か ら見 直す

と､次の 2点が問題 となる.

第 1の問題点は､パイロッ ト･ブラ/においてニュー

ダウ/計画 の核 となっていた､ ク リ- /マ トリックス ･

システム計画 とタウンセンター計画 とが､十分に関連づ

け られてtJlなかった とい うことである｡ この 2つの計画

を積極的に統括 し､港北中心地区の総合的を整備 を図 る

意図が不十分 であった といえ る｡ このことが､ 2つの計

画の結節点 にあたる総合公園の位置づけを消極 的に し､

クウ/センター計画にかけ る総合公園 の位 置づけ を不明

確 を もの とした. したがって､港北中,LJ地区 の総合的 な

整備 における総合公園の位置づけ を明確yEする必要が あ

るo このことを通 じて､ ｢広域型 クウ/七ンクーと一体

となって､ リーノヨナルセ/クーの一役 を果す. ことの

具体的 な内容が明 らかになるはず であるo

第 2の問題点は, グ リー ンマ トリノクス ･ /ステムの

早例川沿 いの市筏化調整区域-の展開が不十分であった

とい うことである. これは､港北 ニュー タウン地域 の総

合的 なオーブンスベ-ス ･-/ステ ム計画の問題 であ 9､

土地区画整理事美区域 を直接の対象 とす るク リ- ノマ ト

リックス ･ ンステム計画 を越える問題 である｡ しか し､

現在総合公園のおかれている状況 か らみれば､ ク リ- ノ

マ トリックス ■ /ステムの周辺地域への横極的な展開が

必須 である｡ た しかに､ ク リ- ノマ トリックス ･ /ステ

ムは公団施行地区内では下か らつみあげ られて計画 され

てお り､他の土地利用計画､施設配置計画等 との関連 も

十分である. しか し､公Ej]施行地区外 のオープンスペー

ス との関連づけが菊 く､ この ことが､第一地区 と第二地

区 のク ))- /マ トリックス ･ /ステムの結合 を不十分VC

している○市街化調整区域 に面す る総合公園仕､ この結

合の結節点にある｡ したがって､公団施行地区内のク リ

- ンマ トリックス ･ yステムの中核 である忙とどせ らず､

エ9広域 の都市オーブンスベ-ス ･システムのなかでの

総合公園の放置づけを明確 にする必要がある｡
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以上の2つの問題点は緊密を関連があ9､港北ニュー

タウンの第-地区と第二地区とを一体化するという課題

の表轟をなしている｡クウ/セ/メ-
計画にとっても第

一地区と第二地区との一体化は不可欠な問題であり､
そ

のためには両地区をへだてる早矧川沿いの市街化調整区

域-の横棒的な対応が要請されるからである｡クウ/セ

ンター計画とクリーンマト
l)ツクス･･/ステム計画の2

つの計画が､
第-地区と第二地区とを一体化する媒体と

なるのであり､
これら2つの計画が十分に統括されえて

はじめて､
港北ニュークウ/中心地区の総合的75:整備が

可能になると考えられるO

タウンセyク-の一体化､
さらに港北中心地区の一体

化をオープンスペース計画の側から補完するという､
重

層的を課題の結節点に総合公園は位置している.
慕-也

区と第二地区との一体化という港北二ユ-タウンの基本

的を課題に対して
､
クリ-ンマトリックス･ノステムの

額極的75展開が要請されておD､
総合公園整備計画が
､

その契椴となるべき状況にあるO

このような状況をふまえれば､
総合公園整備計画は
､

単なる公園藍備計画としてで姓なく､
まちづ(bの一環

としての公園づくbとして策定される必要があるO

したがって､
港北中心地区の総合的整備の一環として

の総合公園の整備のあり方を検討すること
､
これが
､
現

時点における総合公園整備対面の中心的な芸果題であD
､

本調査研究の基本的を視点となる｡

本調査研究比､ ｢港北第二地区に配置 した総合公園VE

ついて､そ のおかれている状況 を把 直 し､将来 の整備の

あ 9万につV,て考零 し､事業実施の指針 を得 ること｣ を

目的 としてV}るO

設定 された視 点にたち､調査研究 の目的をふ まえ､要

請 されてい る調査研究 の内容を総合的に検討 した結果､

作業 は次の 4つの位 相 に整理 された｡

(1) 状 況

視点に基 づいて､総合公園のおかれている状況 を

把握 し､現時点での位置づけを明確 にす るO

(2) 考 察

確認 された位置づけを うけて､総合公園 の将来の

生偏のあ 9万について考察するO

(3) 方 針

状況 と考察 とをふまえて､総合公園整備計画の基

本的75:方針 を設定 する｡

(4) 指 針

設定 された基 本方針に基 づいて､事業実施 をふま

えた整備指針 を検討す る｡

以上の検討結果 か ら､右の ような 〔作業 フロー )が設

定 された.具体的を作業 は､ この 〔作業 フロー 〕を前提

としつつ､問題別､項 目別 に個別にすすめ られたO狭義

のア ウ トプ ッ トは 〔指針- 1〕と 〔指針 -2〕であるが､

作業 の過程 では､総合公園の整備 のあ り方を方向づける

システム (しくみ としかけ )の構築に力点がおかれた｡

■l
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t 報告書の構成

報告者 は､ 〔作美 プロ-〕忙対応 して栴成 されてお 9､

その概要は次の とお DであるO (〔作業 フロー 〕参照 )

第 1篇 状 況

第 1章 状況 - 1- 総合公園の位置づけ

総合公園 の横浜市域 お よび港北 ニユー クウ/也

域 における位 匿づけを再検討 し.さ らIj7:公園緑

地整備 事業 Vこおける戦略的位置づけ を検討す る｡

1- 1 横浜市域 における位置づけ

1-2 港北ニ ュータ ウン地域におけ る位置づけ

1-3 公開緑地整備専業 におけ る位置づけ

第 2章 状況 -2- 総合公園の物的条件

第 1章 の位置づけを うけて､総合公園の物的条

件 を､立地条件 ､周辺土地利岡 との関連､敷地

の現況､の順に検討する｡

2-1 立地条僻=

2-2 周辺土地利岡 との関連

2-3 敷地 の現況

第 2篇 考 察

第 3章 考察-1- 総合公園の整備におけ る保全の意

義

第 2章の物的条件 をふまえ､総合公園の整備 に

おけ る保全の意義 を､公園化､ タウンセンター

化,都市化の各側面か ら考察す る｡

3- 1 保全/公園化

3-2 保 全/ タ ウンセンター化

3- 3 保全/都市化

第 4章 考察 -2- 総合公園整備計画のあ り方

第 1章か ら第 3章 までの検討結果 をふまえ､総

合公園整備計画の仕組 を考察す るOその仕組は

(生成 /ステム )と名づけ られ､その基本的 な

概念が整理 され､それに基 づいて整備計画の基

本的75:枠組が設定 される｡

41 1 総合公園整備計画のあ 9万

4-2 (生成 システム )の基本的75:概念

4- 3 (生成 ンス テム)の基本的な枠組

第 3篇 方 針

第 5童 方針 -1- 総合公園整備計画 のための (概念

モデル )

第 4章 を うけて､総合公園整備計画 の空間的､

時間的75:発展を誘導す る包括的75:仕組が設定さ

れ るQその仕組は (概念モデル )を媒体 として

設定 毒れる｡ この (概念モデル )の理解 を通 じ

て､第 1章か ら第 4章 までの検討結果が集約さ

れ､ さ らに､第 6章以下の作業への基本的な方

針が与え られる｡

5- 1 (概念 モデル )の構 築

5- 2 (概念 モデル )に よる (生成 -/ス テム)の理解

5-3 (生成 /ステム )の実践的な展開



第 6章 方針-2- 総合公園整備計画のための (空間

モデル )

第 5章 では､総合公館整備計画の基本的を枠組

と過程が設定 された｡ それは港北中心地区計画

にかけ る総合公錦の性格 と役割 を示 してお り､

総合公園整備計画の外延的な方針 となっている.

これに対 して第 6章で吐､総合公園それ 自体 の

内包的 な整備方針が設定 される.それは く空間

モデル )の構想に よって示 され､ この く空間モ

デル)の発展的な理解 を通 じて (概念モデル )

が再確認 され る｡

6- 1 (空間モデル )の構想

6-2 (空間モデル )の発展的を理解

6-3 (空間 モデル )の原点

第 4第 指 針

第 7牽 指針 - 1- 総合公園 のデザイ/ ･コンセプ ト

第 5牽方針 - 1お よび第 6葦方針-2をふ まえ

て､総 合公園 のデザイ/ ･コンセプ トを検討す

る｡デザイン ･コンセプ トは､デザイン ･コン

セプ ト- 1- 戦略､デザイン ･コンセプ ト-

2- 戦術､デザイン ･コンセプ ト-3- 空

間 のイメー ジ､ の 3つに分けて提案 され る0

7- 1 デザイン ･コンセプ ト- 1

7-2 デザイン ･コ/セブ ト-2

7-3 デザイン ･コンセプ ト- 3

第 8章 指針 -2- 総合公園の整備 プロセス

第 7章のデザイ/ ･コソセ7-トをふまえて､総

合公園の整備 プロセスを検討 し､ あわせ て､保

全管理 を中心 とする当面の緑化 の指針を示す｡

最後に当面 の課題にふれて､ あとがさに香える.

8-1 整備 プ ロセスの検討

8- 2 緑化 の指針

8-3 当面 の課題

総括篇

第 1章か ら第 8章 までの成果 を､提言 を中心に

総括す るoそ して､ この総括 をさ らに数行 した

｢港北第二地区総合公園の整備に関す る調査研

究 一 総合公園整備計画構想図｣を付すo

■ 作業成果の総括

r ｢総合公園整備計画構想図 ｣

75:お､各章は 〔作業 7ロー 〕を前提 と して､項 目別 に

とbあっかい うる よ うに､一定 の 自立性 を もって審 かれ

ている｡その結果､ ある程度の重複､反復が ある0

7fた､引用 されてい る資料お よび写真の原典名 等は､

巻末に資料白寿 ･写真説明 として一括 し､本文中にはそ

の記号のみを記 してある｡

ll





第 1篇 状 況

第 1章 状況-1- 総合公園の位置づけ

第2章 状況-2- 総合公園の物的条件
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第 1章 状況-1

:

i

I- 1 横浜市域における位置づ け

｢亜備計画報告香.忙示 された､総合公園の ｢広域対

象｣の意義 々明確 にす るためVC､総合公園 の横浜市城に

おけ る位置づけを検 討す る｡

総合公園は制度上､都市基幹公園 と して位 置づけ られ

てL̂ るO都市基幹公園吐､当該計画都市域 の全域 を対象

とす る もの と理解 されてお 9､ この限 りでは､総合公園

吐､港北 ニュー クウ/計画地域 を対象 とす る都市基幹公

園 として位置づけ られ る｡ しか し､総合公園は､ い うi

で もな く横浜市の都市公園である｡ この意味 では､横浜

市域 におけ る都 市基幹公園 として位置づけ られ るのであ

D､現 に横浜市北西部の基幹公園 と して意識 されてL̂る(

この ようを､L̂わば二重の都市基幹性を どの ように理解

し､整理 するかが問題 となる｡

横浜市におけ る公園緑地系統計画は､ r緑の保全 と創

造に関するマスター7-ラン｣の75:かで､総合的に策定さ

れる｡現在､作業が進行 中である ｢同マス タープ ラン｣

基本的考え方 (素案 )に よれば､公園緑地は､

(イ) 全市民のための公園 - 大規模公園

(-) 身近 を公園 - 地区公園､近隣公園､児童公園

に区分 され る｡ この区分に よれば､総合公園は区 レベJL,

の公園であ 9､住区 レベル と市域 レベルとの接点 に位置

する ものと理解 され る｡

この接点は､港北- -- ダウ/の 自律性 をふ まえれば､

ニユータウン ･レベル と横 浜市域 レベルとの接点 として

独 自の意義 をもってい ると考え られ る｡

周知の よ うに､港北 ニュー タウン建設事業 は､横浜市

の 6大事業 のひ とつ と して位 置づけ られて きた｡それは

都心部 と高速鉄道 で結合す ることに 上D､郊外 に新都市

をつ くbあげ エ うとす るものであ9､物的計画 としてみ

れば､相対的に 自律性 の高い事業 であるOそ して､ この

ようを事業 の 自律性は､ ニュー クク /としての物的計画

の総合性に よって うらづけ られているといえる｡公園緑

地系統計画 について も同様 である｡ それ比､ タ I)- ソマ

トリックス ･ システムの中軸 として位置づけ られてお9､

線道に よって体系ずけ られなが ら､児童公園､近隣公園､一

地区公園､総合公園 と総合的､体系的に計画 されてV}るO

横 浜市 におけ る都市開発の現状 をふ まえれば､公園緑

地行政の展開に とって､総合的を都市計画 に基 づいた体

系的 な公園緑地系統を事業化す ることの意義は大 きho

港北 ニユー タウン建設手兵 はそのモデル ･ケースのひ と

つであ り､総合公園 は都市基幹公園 として､そ の成果 を

象徴す るもの と考え られ る｡

この ような観点か らみれば､総合公園は､ニ ユ- タウ

ン ･t/ベル と横 浜市域 レベルとの接点にあって､ まず､

自律的な新都市 としての港北 ニュー タウン地域 を充 足 し､

その成果 をふTiえて_区 レベルか ら市域 レベJL,を対象 と

するもの- と発展 してゆ くことが期待 され る｡



fI 類 親 書(h&) 帝班 JL(I)
St ≠ (h&) 対i人口(人 )

住区基幹公Ed 幼児公開 0.I兼m 100

0_04 500

児I公用 0.1-1.0 250

0.25 2.500

ZiJI公印 I.〇､3.0 500

2_0 1○.000

二■区公Et 3_○.-1l).0 1.000

570 5○,000

87t).M 公EtL 播甘公EF遇b公CEl 10.0.-10ー0.→ 到葺時EL61時rLq

蒋 鉄 公 開

広域 萄 公園(大塊gt公園 ) 広JA公Eil高次広AR公加 50.0.-300.0.- 到逮時ru)2時仰

4総合公園の位託づけ

Ⅱ-5 公園緑地計画

昭和 53年度現在､県立公園等を含んで市域の公園

面硬性､約600haであるO昭和 75年までの公園確保

丑は､ 600ha- 3.00Ohaとする｡ (8m/人 )

(》 次の 2つを塵点に､その奄傍をすすめ大巾を公園

の増加を比かる｡

イ)人々に潤vlを与える録に親 しみ､学び､楽 しめる

公園

ロ)誰れもが緑の中で気麿 にスポーツできる公園

② 配直の基本方針

イ)全市民のための公園 (大規模公園 )-100ha-

本市の南北に点在する7つの拠点緑地に録の保全

の核となる大規模公園を全市民を対象に設定する｡

ロ)区民のための公園

総合公園 10--50ha

運動公園 15･L-75ha

区民の中心とをるような総合公園､i室動公園を各

区にそれぞh lヶ所以上設置する｡ (中略 )

- )身近を公園

地区公園 4ha 誘致距離 1km

近隣公園 2ha /7 500m

児童公園 025ha /y 250m

これ らの公園は､ よb身近を公園として､-定の

距離 ･面積標準に従い､ あらゆる機会をとらえて

市内に均一に計画的に設且する｡

(斉料06)

5 守 りから攻めへの公園事業

次に本市の公園唯偏の実情にふれてみることにする｡

明在本市の公園は､本年 4月 IEl現在､県立公園も

含めて 861か所､面積で477haほi:'あるが､これを成

因別に分類すると表-6(略 )の1うに在る｡

公園事業が具体化するのにはそれなりの外因的要素

があるもので､純粋な意味で都市計画上､そこになく

てはならなLhとして設けたものは少なく､義一6か ら

も分るとおり､何かの機会に事業を浮上させているも

のが殆んどである｡ (中略 )

この1うにいわば他力本願の公園事業の中で純粋を

意味で設けていった例は非常に少ない｡ (中略 )

これからの公園事業では､外因的要素を手番Dにし

つつ も､都市計面上の理論付けを十分にしてお く努力

が一層必要 となってこ1う｡ttなぜそこに公園が必要

をのか .‥ 必雫とする75:らばその tl性格 .､や tt規模 "

はどれほどが妥当なのかなど､今まで以上に明確化し

なければならない し､必然的にその理由を求められる｡

今までは､ どちらかといえば､他力本願的 "待ち "

であったものを､積極策である "攻 め ｡-早急に転換

してVlかねばならない｡

さらにこの転換をしていくためには､公園寂地事業

に対する､今まで以上の論理的転回の訓練 と普段の地

道を努力､有能を人材の確保と育成などを必要 とする

のである｡

(資料07)
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1-2
港北ニュータウン地域における位置づけ

港北ニユータウン建設事業は､
｢乱開発の防止｣
｢都

市虚業の確立｣｢市民参加のまちづく9.を
基本理念と

しているO
計画地域は約2
,
500haであり､
土地区画整理

事業による市筏化区域のみならず､
区域内に農業専用地

区をもった市街化調整区域を含む包括的な土地利用計画

を示している∩
地域の大半を占める約1
,
300haが､
日本

住宅公団による土地区画整理事業施行地区と浸っている｡

計画開発を行う公EE施行地区は
､
理想的なせちづくりの

基本方針として､
｢緑の環境を最大限に保有するTiちづ

く9｣｢
､､ふるさと
｡
をしのばせるTiちづくD.｢安全

なまちづくり｣｢高い水準のサ-ビスが得られるまちづ

くれの4つを掲げ､これらを実現するためZ)手法とし

て､
｢グリーンマトリックスのゾステム｣
｢社会施設シ

ステム.｢セ/クーシステム｣｢交通./ステム｣
｢住宅
､

住宅地供給システムJ｢供給処理システム｣｢住民参加

のシステム｣の7つのンステム
を設定している｡

クリ-ンマトリックス･システムは､
港北ニ--タウ

ンの空間的.乞
骨格をかたちづくる重要なシステムであ9､

理想的なTiちづくbの4つの基本方針を充足し､
港北二

ユータウンの都市像を端的vlr具現するシステムであるO

このク1)-ンマトリックス･システムの中軸をなすもの

が公園緑地系統であれその中核となるものが総合公園

である｡

｢港北ニュータウン中心地区基本設計報告書｣ 1975

に よれば､パ イロット･7-ラ/に定め られた港北 二ユ-

タウンの基本的な性格は､次の 2点に集約される｡

(1) 住民に うるおいを与える公園緑地

(2) 広域的 タウンセンターの建設

この 2点を統括 し､港北 ニ-- クウ/の新 しい都市像 を

うみだす ことが港北中心地区計画 の基本的な課題 とな る

が､そのためには､ まず､港北中心地区の概念 を明確に

す ることが必要であろ うC

すでに序章 ･視点において指摘 した ように､港北中心

地区計画は南､北 タウンセ ンターの一体化が軸 となるが､

そのためには､早測川沿 いの市筏化調整区域 を何 らかの

かたちで包托せ ざるを碍 75:い｡ このことは､港北中心地

区計画には広義 のオー プンスペース計画が不可欠である

ことを示 してLoる｡ レ､いかえれば､港北中心地区計画は､

狭義 のタウンセンター計画 とこの広義 のオー ブ ンスベ-

ス計画 との重層的､複合的 な計画 となると考 え られ る｡

総合公園は この重層化､複合化 の結節点に位置 してお D､

港北 中心地区を組級化す る媒体 とな 9､総合的な整備事

業 を推進す る先導的な役割 をになっているといえ るo

この ような観点か らみれば､現象 の タウンセ ンタ-計

画におけ る総合公園 の位置づけは､かな らず Lも明確 で

は恵ho端的･lK:言えば､事業計画 を具体化 してゆ く過程

で､ タウンセンターを含む港北中心地区計画 をオー プン

スペースの側か ら見直す ことが必要であろ う｡



Ⅱ-1-5 ニュータウンの核を何にするか

以上の考察や方針をふまえるならば､ニュークウy

の核を何にするかとい う設計の課題 も当然ことなった

性質をかびてくるe 今迄のニュータウンが比較的 ｢都

市らしさ｣をニュータウンの核として計画されたと考

え られるが､ ここでは

1)住民に うるおいを与える公園操地

といっても､宜的制約があるから､それをク F)-

/マ トリックスとい う理論で克服｡

2)広域的タウンセンターの建設

横浜北部地域の生活関連諸施設の不足を補 うもの

として､副都心的性格をもつ lJ-ノヨナルセンタ

ーを吾十画｡

以上がJl'ィロットブランに定められた港北ニュータ

ウンの性格であれ センタ-設計の前操条件の基盤 と

なってV,るO

Ⅱ1212 パイロッ トプラン設計-哩念の蹄壬阜

センターの空間設計はニュータウン全体のパイロッ

トブランの設計理念を踏襲 し､それを､ 19明確に兵

現 したV､｡具体的に､

イ)/てィ.,ツトブランにおける設計理念の柱の-つで

ある ｢グリーン7･トリックス｣のセソクーエリア部分

を全ネプトワークの起終点 もしくは典約点として魅力

ある明確なものにデザインする｡ (中略 )

ロ)早軌川沿い調整区域に分断されているニュークク

ン南北両地区はセンタ-で結合されるとい う榊進 とし

てパイロットブランがセプトされている｡ 従ってセン

ター地区内オ 1地区 (北地区 )とオ 2地区 (南地区 )､

牙 3地区 (西地区 )は､独立 したものではなく､あら

ゆる手段で結合 され-体的なエ1)丁として理解 される

ように設計するのが上h o

(資料02)

J 港北ニュータウンセンターの位置づけ

1 横浜市北部地区における中心地区の育成

一 地区就英率の増大

2 公共利益-の遭元を通 して住民-の福祉的サー ビ

スの増進

3 生活再建の対策

Ⅱ 計画の諸条件

1- 5(略 )

6 早粥川沿調整区域の扱い

市街化調整区域比､典地 ･緑地 ･スポーツ施設等

のオープンスペースとしてその育成を計る｡

Ⅱ 設計理念

1 歩行者空間 (基本軸の設定 )

(1) 歩行者専用道路網の設置

安全で気持良く歩ける歩行者ゾーン-タ リー

/マ トリクス ･オL//リマ トT)クス

(2) 市民広場

新 しい横浜市民がつどい､憩える市民広場を

形成する｡

2 それぞれの地域に､それぞれの特徴を与える｡

(1) - (3)(略 )

(4) 升 2地区

升2地区には ｢集いの広場｣を中心として､

文化センターホール ･デ,I- ト･スー/i-マ

ーケ ット･専門店 ビルを配置 して､升 1地区

と同様に､おお らかを衝とし､ダウ/タウン

は総合公園や､地域体育館に至る道を兼ねて､

にぎわVlの衝を形成する｡

(5) オ 3地区

オ3地区壮官公庁施設 ･ホテルを中心 として

衝を形成するe また､オ2地区か ら遠祖する

広場を設けて､総合公園と密接を関連を持た

せる｡

3 ショッピングコリダー

オ 1地区 ･オ 2地区を結びつける為､鉄道高架部

分の下を利用し､ ンヲツビングコ1)ダーを設けるo

ンヨプビ/クコ))ダーは､両地区 とも駅舎部分の

地下を通 ･'て､市民広場 と直結する｡

(-fMO3)

17



1-3 公園緑地整備事業における位置づけ

｢整備計画報告書｣に よれば､港北地区の公園緑地整

備計画 の基 本的な考え方は､次の ように確認 されてい るO

(1) 公園緑地 をコミュニテ ィ施設 と認識 し､計画か ら

管理 の段精 まで､析極的に住民参加 をはか る.

(2) 施行者 は､基盤整備を充分に行い､その上 で可能

をか ぎりフレキ ンブルを空間 として､公園緑地 を

整備す る｡

(3) み ど りを中心 とす る公園づ くりを目指す｡

これ らの基本的 な考え方は､港北ニ--タウン建設事業

の基本理念 のひ とつである ｢市民参加のまちづ くb｣に

たちかえ D､単なる公園整備事業 としてではを く､ まち

づ くDの一環 と しての公園づ くりを明確 に した点で､事

業推進上､横極 的な意義 をもっている｡

この ような事業推進上の意義か ら総合公園 のおかれて

いる状況 を把握すれば､現時点におけ る総合公園- の要

請は､次の ように整理 され るO

(1) 保全管理 の必要性に基づ く早期整備の要請.

(2) 港北 中心地区の総合的整備の媒体 とな 9､事業推

進 の先導的役割をはたすための先行整備 の要請∩

(3) 港北地区の公園づ くi)のモデルと表わ､住民参加

を推進す る契機 となるための早期供用の要請｡

第 1の点は､総合公園 の物的条件か らくる要請である｡

総合公園 Z)整備 については､保全を前提 とす る ことが合

意 されている. しか し2- 3で示す ように､現存植生は

動的平衡状態に75:く､現時点で一定 の管理 を必要 として

vlる.保全管理 を中心 とす る早期整備が急務であるO

第 2の点は､総合公園の計画上 の位置づけか らくる要

請である｡ 1-2で検討 した ように､総合公Si)は港北中

心地区 を組級化する媒体 であD､総 合的 な整備車英 を推

進 する先導的 な役割 をになってい る. この役割 にふさわ

しい先行整備が要請 され る｡

第 3の点は､公園緑地整 備事業 を推進す る戦略上､総

合公園 に要請 され ることであるO物的条件 の要請に基 づ

いて早期整備 に着手 し､言i'面的を要請 に応 じて先行整備

をすすめることは､現実的 にみて､総合公園 に早期供用

の可能性 を与えることになる｡

｢計画 か ら管理 の段階 まで一概極的 忙住民参加 をはか

る｣ためには､空間的に も時間的に も多様 な側面にわた

って公園が積極的に開放されなけれqj:175:らないであろ う｡

総合公園け ｢基本的には公共管理 とし､状況 に応 じ市民

の参画 を導 入す る｣ とはいえ､総合公園 の多面的を性格

か らみて､その参画は多様 であ り､その導入 の機会 もニ

ユータ ウンの初期か ら完成に至 る全過程にわたって可能

であるO これは､港北地区 の公園緑地系統のなかで､総

合公園 に固有を可能性であると判断 され る｡ この独 自を

可能性 を主体的に発揮 し､港北地区の公園づ くDのモデ

ル と75:少､住民参加 の伝統 を保育する培地 と在ることが

期待 され､その契機 と75:るために早期供 用が要請 され る｡
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■港北地区公園緑地の

各種施設の整備方向(資料04)

戴,舌=アクティブな活動の壌

珠-自然珠塊としての操

規模､特徴 利用EEl 利用の方向 安 価 の 方 針 市 民 と の 関 わ り

港北iタ 忠団施行地区 令B]緑也等 児 産 公 園 狭広 ZL舌局

2,500m】 る 施設であり.児童を対穀と

近 隣 公 園 約 2ha 含める.
地 区 公 園

捻 合 公 園 18.Iba タウンセンター 基本的には公共管理とし､

30万人対応 からの人の流れ 椴的大きいので､既

ウン区域内 内 タウンセンターに近接 (散策) 性をもたせる 入する.
緑 道 延長 中一広 r= ･基本的には､市民全体の

i三冠 n

用 造綴目巾管理を避ける.

週末､四季の散 ･自然を刷り育てる管理が

約9,2km 策 技の環境別を軸とし､ 住民の略力のもとに行な

多様性を付加する〇七スは考えない〇･1地区と2地区を結ぶルー トの整備が望まれる. 入禁止区域の設定等)

都 市 緑 地1 2,500mJ- 広 買物客の利用 活

4.600mJ 休息.催 し物

タウンセンター内 ン的に考えてよい, あり､商店会等の自発的な管理運営が望まれる.
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第2章 状況-2

nU2
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_
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2- 7 立地条件

総合公園は港北第二地区に配置 され､ 二ユークウ/の

ほほ中央に位『 している｡そ れは､ ニュークウ/の中心

地区で環状 をな しているグ リーンマ トリックス ･/ステ

ムの幹諺 (以 下､ グ リー ンベ ル トとい う )の中核 であb

南北に梯状 を表す タウンセ ンタ-に隣接 してその構成要

となり､ ニユー クウ/を2分する早甜川l沿いの市街化調

整区 域 (以下､はやぶ ち川地区 とい う)に面 しているO

この ような立地条件が､総合公園 を港北中心地区の重層

的､複合的な組放化 の媒体た らしめている｡

港北 中心地区の総合的整備 をめざすためにqj:､ グ リー

/ベル ト､ タウンセンター､ はやぶ ち川地区 の 3つの要

素が組織化 され る必要が あり､港北中心地区総合整備計

画は､ ク リ- /ベル ト計画､ タウンセンター計画､Qj:千

ぶ ち川地区計画 とい う､次元 を異 にする 3つの計画 の重

層的､複合的な組級化 として構成 されることになろ うO

総合公園は､ この重層的､複合的な組級化 の要であ り､

総合公園整備計画は､港北中心地区総合整備計画の中枢

となると考え られる｡

グ リー ンベル ト計画､ クウ/センクー計画 ､はやぶ ち

川地区計画 Z)うちで､現時点で特 に問題 と在るのは､は

やぶ ち川地区計画である｡現在､市街化調整区域である

はやぶ ち川地区の動向は､港北中心地区の総合的整備に

決定的 な影響 を与え ると思われ る｡

はやぶ ち川地区は土地利用の現況､動向か ら､南､北

タウンセ ンターを結合す る 2本の都市計画道路 に挟 まれ

たブロック (以下､ TCブロックとい う)を中心 として､

西側は塵的利用が主 であ 9､東側は開発予備的性格が強

い とされている｡ TCブ ロックは この 2つの動向の接点

となってい る｡ ｢港北 ニュー タウン中心地区基本設計報

告者｣ 1975に示 されているように､港北 二ユ-タウン

建設事業 の基本理念 に基 づけば､はやぶ ち川地区は可能

をか ぎb都市オープンスペース として育成 され ることが

期待 される0両､北 タウンセ /クーの一体化 にあたって

も､ この点が十分に配慮 され る必要が あろ う｡

この ような観点にたてば､ タウンセンターを一体化す

る媒体 として､総合公園 - T Cブ ロック - 遺跡公園

を結ぶオー ブ /スペースの軸が設定 されるo このオ-フ

ンスペー ス軸 の基本的を性格 は (保全軸 )であ 9､ (磨

史軸 )である｡ T Cブロックは､ クウ/センクーを南北

に結合す る (開発軸 )と､ この (保全劫 )との結節点 と

して位置づけ られ る｡

したがって､ この 2本の軸 に よって構成 され る8の字

型 の構造 (総 合公園 - TCブロック- 遭跡公園 -

クウ/センター第 1地区 - TCブロック - クウンセ

ンター第 2地区 ･第 3地 区 - 総合公園 )が､ タウンセ

ンターを一 体化す る基本的な構 え とを 9､ この結構が､

港北中心地区計画 をオープンスペースの側か ら見 直す視

座 となる｡



■港北ニュータウンの位置

+港北二ュ-タウンにおける区域区分

■港北中心地区図
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2-2 周辺土地利用との関連

総合公園が グ リー /ベル ト､ タウンセンター､はやぶ

ち川地区の 3つの要素を組放化す る媒体 となることは､

一 方では､総合公園が グ r)- ンベル ト､ タウンセンクー､

はやぶ ち川地区のそれぞれの主要 75:構成要素であD､他

方では､総合公園それ 自体がグ リーンベル ト､ クウ/セ

ンタ-､はやぶ ち川地区 とい う3つの要素か ら構成 され

ることを意味 している｡総合公園 における総合 の意義 は､

まさに これ らの 3つの要素を総合化す ることにあ 13､ こ

の よ うな総合化す る性向が､重層的､複合的 な組織化の

媒体 となることを可能 にす ると考 え られるo

この ような性向を反映 して､総合公園の周辺土地利用

との関連は多様 であ i)､東 ､西､南､北それぞれの側で

異 な'る問題を もってい る｡

〔西側 〕

ク 1)- ンベル トに接 してい る.総合公園 と一体 となっ

た クウ/センター地区 を､ ク リー ンマ トリックス ･シ ス

テムの起終点 もしくは集約点 とす るためには､タ リー /

ベル トとタウンセ ンター とは､ 直裁に結合 されるべ きで

あ る｡ また､ ク 1)- /ベル トのはやぶ ち川地区-の積極

的 な展開のために水系 を重視す る必要 があろ うO

〔東側 〕

タウンセンター第 2地区は地下鉄駅 とバスター ミナル

が あD､広域的を交通網 の結節点になってい る｡総合公

園が､ ニユー タウン ･レベル と横浜市域 レベ ルとの接点

にあ り､ 内､外 に開 いた公園 と浸るためには､広域交通

ター ミナルか らの7クセスに十分配麻す る必要が あるo

Lたがって､ タウンセ ンター第 2地区 - 総合公園 -

グ リーンベル トを結 合する東西 の動線 を強化す ることが

総合公園整備計画の重要 な課題 と75:るo ｢また､ タウンセ

ンター第 2地区にある地域体育館 との連j=Bを強 化す るこ

とが必要であ うう｡

〔南側 〕

タウンセ/クー第 3地区は､行政施設､ホテル､総合

病院等 を含む業務地区であるO中心 と走る市民広場 と総

合公園の採種 的な結合が課題 であ9､ これ ら結 ぶ歩行者

専用 道路の形態が問題 となる｡南側は隣凄す る総合病乾

用地を含め て､ タウンセンターの計画地盤 と総 合公園用

地 との高低差 が大 き く.造成処理 が問題 となる｡ 明確 を

意図に基 づいた地形改変が要請 される｡ この場合､東西

の動線の強化が､同時に考憲される必要 があろ う｡

〔北側 〕

はやぶ ち川地区に面 してい るが､住宅地が入 bこんで

卦 9､接触面は限定されてVlる.総合公園 に面 している

はやぶ ち川地区は､現時点では農業意欲が高 く､総合公

園 と一体 となって､緑地的な土地利用を志向 してV,ると

されてい るO この-体的な整備 を先導 し､誘発す る媒体

を設定 す ることが課題 となる. (保全軸 )の設定は､そ

の媒体のひ とつ となるであろ う｡



■総合公園周辺関連図
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2-3 敷地の現況

総合公園は台地 を構成す る下末書面K立地す る｡

下末 吉面 は三浦層群 の上に不整合に堆積す る海域 の下

末書屑の堆棟面 と して最終間氷期 の高位海水準期 に形成

された もので､下末吉層の上部は粘 土質の下末書 ローム

に移化 し､更 にその上 にそれぞれ不整合に武蔵野､立川

南 口一ムがかさをっている｡

港北地区全域 は､西端部の標高 80～ 70M の多摩 Ⅰ面､

総合公園の西に接す る標高 65- 55Mの土橋面 と標高 50M

～ 35比の下兼書面､下末書面 と性比高 10M前後 の段丘崖 を

もつ武蔵野面､そ して沖積低地 である谷底平野に亘 って

立地 し､多摩 Ⅱ面や土橋 面 上D形成年代の新 しい下末舌

面は､平均的に谷密度 も0.65本/塙a起伏畳 も151L/haと

低 わo (資料08 )

総 合公園 の立地は早執川に面す る段丘崖 とその小支流

に よって南面を除いて断 ち切 られた台地 で､そ の最高標

高は 57M強 であるが､全般 には 50M前後 の標高の台地に､

四方か ら標高 20M前後の細 い教条 の開析谷が よく入 9込

ん で､やせた尾根が放射状 に伸びた山地形 を呈 しているO

谷密度 も高 く､起伏登 も20M^ a以上 あって､下末書面

であるに もかかわ らず､土橋面に酷似 した地形特性 を も

っているO

そ して､段丘崖 と開析谷 の谷壁斜面はかな9急勾配 で､

しか も粘土質の下末吉 ロームが局部的に不透水層 となつ

ているため､不安定 を地形状態 にあるといえ る｡

総合公園 の現存植生仕､

常緑広東樹林

落葉広葉樹林

常落広葉樹混交林

スギ､ ヒノキ､サ ワラ植林

マツ植林

針葉広葉樹混交林

竹林

モ ウノウチク混焚林

果樹園

に区分 され､その分布が明 らかにされているo(資料09)

現況 の植生 をみ ると､現時点で最 も間蓮 として取上げ

られ なければ な らない こと比､植生が平衡状態 にない こ

とである｡具体的な現象 として､ スギ､ ヒノキ､サワ ラ

植林 として区分されている針葉樹植林 の衰退 と､落葉広

葉樹林 の大半 を占めるコナラ林 の衰退､竹林 として区分

されてV,るモ ウノウテク林の拡張 と竹林 の部分的進行遷

移 と部分的衰退､下草 をみ ても､安定的 なものの他 に､

進行遷移的な傾向､退行遷移的な傾向が部分部分VC見出

される｡

この ことは､総合公園 に残存 している植生がほ とん ど

人間の管理 に 上って動的平衡状態にあった もので､近年

管理が放棄 され､植生が平衡状態を維持できなくなった

ことに起因 してい ると理解 され るO



■総合公園地形図

数字はP29の写真説明の

末尾番号を示す｡

25



植生は環境条件 に適応 した組成を75:し､その植生が､

自身の環境への働 きかけで環境条件 を変え ると同時に､

それに応 じた代替植生 にとってかわ られ､長い時間 を経

て安定 した植雀が定着するO その植生 も環境条件 の変移

に よ9､常に変貌す るが､大 きな条件変更がなければ､

安定裡 に動的平衡状態を示す ものである｡ しか し､ いっ

たん人為が加わ ると､その人為は 目的を もって植生 を変

様 させる｡そ して人為 の条件下で動的平衡状態 を保 ち､

人為 を除けば平衡状態は当然保たれ75:く夜る｡た とえば

コナラ林 では､ 自然には高木構成種が幾程 もあるのに､

薪炭林 として管理 されると､ コナラ以外 を除伐 して捨 て

去 9､ コナ ラを更新伐 して純林 に近 い形 をつ く9､又､

下草刈 Dを行 ない､草本､木本種の下草 を駆遂す るため

アズマネザサの援勢化が進む｡ この薪炭林は､長い間平

衡状態を保っていて も､それは管理 に よって裏付け られ

てい るにす ぎず､そのために､管理が放棄 される と､条

件 に即応 して植生は急速に変貌 し､多 くの場合退行的な

遷移 をみせ る｡

総合公園の現況植生 もほ とん どの もの'j7:その傾向がみ

うけ られ る｡

針葉樹植林 は､ スギ林が主 であるが､-斎林 では間伐

管理 を放棄 したために過密状態 にな D､ 自然淘汰が進 ま

ず､相互に被 圧 しあって衰退 し､ コナラ等の林床 に保護

されて植林された若木 も､上木の繁茂 に よって被圧 され

て枯損 がはげ しいO老齢木で も周辺か らのアズマネザサ

の侵入が､通風 を阻害 し､虫害 を発生せ しめ､現況 では

一見健康 にみ うけ られる立木 も将来 の保証 をと りつける

ことができない状態にある｡

コナラ林は更新伐管理が 表され をいため､立木が老給

化 し､衰弱 し､ しか も､下草刈管理 を中止 したため､林

床 のアズマネザすが優勢化 し､通 風阻害 か ら虫害が顕著

にあらわれてきているOすでに虫害 にかか され､立木が

枯死 し､ アズマネザサ葦原化 してL̂る樹林す らあるo

モ ウノウチクは地下茎 を伸ば し､ モ ウノウテク林 の周

辺の樹林 に親竹 を立 て､樹林の衰退現象 とあいまって､

モ ウノウチク林域 を拡張す る努にあるOすでに､総合公

園 の立地は､相観的にははモ ウノウテク林 で大半がかか

われている観す らあるO このモ クノウチク林域 の拡張 と

裏腹に､在来のモ ウノウテク林は､更新伐管理 を事理 か

えているために過 密な不良竹林化が進んでいて､特 に谷

部は､谷壁 を流れ下った表面雨水が浸透 し､土壌 の空隙

に粘土等がつまって､土壌が緊密化 し､そのため根 の呼

吸作用が阻害 されることによる衰弱が重 をって､細 い竹

ばか Dの不良竹林化が 目立つ｡

なお､下草についてみれば､常緑広葉樹林構成要素が

下草 を構成 している進行遷 移傾向 と､潅 木が下草を構成

している安 定傾向 と､ 7ズマネザサ等の優勢化 した退行

遷移傾向の三つが､いずれの樹林 に もみいだされる｡管

理が従来か ら密でない急傾斜地等 では一般 に 自然の営 力

が大 きく作 用 していて､退行遷移傾向はみ られ ないが､
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■総合公園現存植生図

(資料09)

D 落葉広葉樹林

C スギ ･ヒノキ ･サ ワラ植林

P マ ツ植林

M 針 ･広混交林

B 竹 林

Ⅹ モクノウ竹混交林

F 果樹園

○ 伐開地

A アズ マネザサ葦原

G 草 地

Ⅴ 畑

で 植木畑

H 宅地 ･神社 ･墓地
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M

その他 ではほぼその傾向 にあるO

以上 をふ まえて､現地踏査 によって概略的に把握 した

現況の植生を将来 の管理 区分を念頭 において整理 してみ

る と､

常緑広葉樹 (ゾラカ y)林

落葉広葉樹 (コナラ等 )林 ･濯木

〝 ･メダケ､アズマネザサ

モ ウノウテク林 ･典型 (貧下草 )

〝 ･港木､孝志下草

〝 ･常緑広葉樹 (高木性 )下草

〝 ･メタケ､ アズマネザサ下草

〝 ･過密

〝 ･硬土壌

草原 ･先駆木

〝 ･メダケ､ アズマネザサ

〝 ･草地

針葉樹 (スギ､ ヒノオ )植林 ･高齢林

〝 ･幼齢林

モ クノウチク混交林

針葉樹 (スギ､ ヒノキ )混交林

果樹園 ･ク リ

〝 ･カキ

その他 (畑､裸地 )

の区分がなされる｡

なお､ この区分は､概略的には前出の植生区分 との整

合性 はあるが､管理 に対応 した細区分が75･されていて､

又 ､分布域的に相 当なずれが認め られる.細区分単位 の､

モ クノウテク林であえば典型 と濯木､草本下草､常緑広

葉樹下草､ メタケ､ アズマネザサ下草､過密､硬土壌 の

区分は､一般的に､傾斜地 の下部 に典型 ､上部 に下草､

谷部に過密 と硬 土壌が多い傾向はあるものの､管理状況

が最 大の区分要因 となってい るため､地形やその他 の客

観性のある要素に よ9区分 しきれず､落葉広葉樹林 で も

北向 きの急傾斜地 に濯木下革が多V}傾向にあるが､それ

もやは b管理 に よって南向き斜面や緩傾斜地 にも出現 し

ていて､その ことを念頭 にお くと既存資料 である現有植

生図か ら現況 の植生を把握す ることはできをV}O分布域

のずれ も､植生 の動的変化 に よるもので､例 えば針葉樹

植林 の大半は混交林化や他植生化が 目立 ち､前述 した通

bモ クソウテク林の分布域が ひろがっていて､そのそれ

ぞれの傾向 も管理条件 に よって一定 で75:く､ これ又､現

存植生図か らの現況の把握は不可能である｡

現存植生 をど うい う形 でか､ ど うい う状況 でか残すた

めには､又そのための条件 を明 らかにす るためには､植

生区分の他､地形､土壌､水､植生の破産､高さ､病虫

害 の状況､管理 の手間等 の視点か らも現存植生 を把握 し

てかかをければ そ らをいが､既存の資料か らその読取 D

は不可能である｡



I.:lu,もj=広柴悦 (シラカ/)什- (D (場所はP25参(Irj) モウソウテク林 ･卿 与り(/L･;下1;i)- ㊨

捕雛広柴伽 (コナラ､エゴ.ソロ)11い (経 木 - ② モウソウテク林 ･榔水､ll;r本- ⑤

モウソウテク柵 ･アズマネザサ- ⑦

モウソウテク什 ･過洩- ⑧

荊瀧rL雅樹(コナラ､ソロ)林 ･7 7:マネザサ- ③ モウソウテク休 瑞も長広報樹 (ンラゎ/)下J.'i- ⑥ モウソウチタ林 ･EQ土壌- ⑨





第2篇 考 察

第3章 考察-1- 総合公園の整備における保全の意義

第4章 考察-2- 総合公園整備計画のあり方
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第3章 考察-1

52

3-1 保全/公園化

総合公園の整備については､当初 よb現存植 生を活か

した公園 とす る とい うコ/センサスが醸成 されていたが､

その対象 については必ず しも特定 されてはい なかったO

港北 ニユー タウン開発計画におけ る現存植生の保全計画

は総体的に柔軟 を視点に立ってお り､広 く土地 の生産 ポ

テンノヤルまでその対象 と理解 されているため､総合公

園 の構想においてスタティックを意味 におけ る保全対象

が特定 され なかった ことは当然 であった とも言 え る｡

一般論 として､保全植生を とb入れた公園は､内化す

べ き植生の存在 が前提 となる｡そ の場合､公園の計画意

図は ｢外か ら来 た もの｣ と して先行す る植生にあわせ た

もの となる｡ す なわち､先行す る植生はそれが 自然権生

であるか､人為的所産 であるかを問わず､公園 の計画意

図に対 して一定 の遊離関係､非用 - 在の系 として一定

の 自立性 を持つ ものと理解 されるO さ らに これを数行 す

れば､その植生の出現時点 も問わ ない と言 の うる｡ つま

り､その公園 の開発意図が決定 された後 に出現す る植生

もその開発意図に対 して一定の 自立性 を持 ち うると考 え

ることがで きる｡ この ような保全植生 を含む公園 のあ り

方は､生物界における (寄生 )の ようなもの として理解

され る｡先行す る (宿主 )である植生 に対 して､外か ら

来た く寄生体 )としての公園が､宿主 をた よbとして着

生 し､それぞれ独 自の論理 を持 ちつつ共生発展 してゆ く

姿 として見 ることがで きる｡

保全植生 を前提 とす るな らば､公園一般は特定 の植生

を要求 しない｡むろん､宿主 としての条件は寄生体 に塵

か75:培地 を提供す ることであ り､ この場 合､樹種 の問題

とい うよりも破産 あるいは相観 といった公園の空間形成

に直接寄与す る側面､あるいは公園化 に よって発生す る

諸 々の負荷 に対す る持続性 の有無 といった ことが問題 と

なると思 われ るo

植生が公園 の計画意図に対 して一定 の 自立性 を持 つと

して も､総合公園予定地の ような放置 されて流動的な状

態 にある二次林 の場合､さまざまを発展 のケ-スが可能

であ 9､植生の側か ら保全方針を規定す ることは困難 で

ある｡一方､公園 として も保全方針 は､本来特定 Lがた

い ことであ 9､保全方針 を求め るとすれば､他の視点が

導入 されをければ なら食い.

港北地区の総合公園 の植生 のあ 9万 を見定め る視点は､

グ リー /マ トリックス計画､ タウンセ ンター計画､ リー

ノヨナル核 としての辞北 中心地区言十画 から規定 される｡

す なわ ち､歴史的空間殊序 あるいは文化財保全 としての

二次林 の保全､ タウンセ ンターの マグネ ッ トとしての環

境 のス トックを形成する樹 林地の育成､大規模 を緑被 空

間 を提供 する樹 林の造出 とV,つた ターゲ ットが予想 され､

これ らのターゲ ットへのベースとしての､ あるいは初期

的 な緑被空間 を提供す る過度的形態 としての現存植生の

評価､ と9あっかいが夜され るもの と考え られる｡



総合公園仕､ タウンセンクーに隣接 してほほニューク

ク/の中央部に位乾 し､比較的親横も大 きVIo一般的

には､総合公園とい う名称は､ 自然公園と運動公園両

方の機能を併せ持つ ものであろ うが､本地区では次の

よう75:状況が考慮する必要があるOつまり第一に面積

約 18haの うち大半を占める樹林､ また仕竹林は､造

成上 これを残すことが可能であ少､まさに都市スケー

ルにかいて､まとまDをもった樹林地 として残し得る

空間としては､港北ニュータウン最大のものである｡

第二に､運動公園として整備するに吐､極めて大規模

を造成工事が必要である｡第三に､スポ ー ツレクr)∫

I /ヨン充足の場は他にも考え られる.以上上b､ こ

こでは､現存の相生､地形を生か し､上b質の高い緑

の環境づくDを目指 し､緑 としての多様な景観のBIJ出

を考えるべきである｡但 し､横浜市における宙細 心を

目指すクウ/センターに近接することから､多丑の人

のにじみ出しが予乱され､これらの人の多様を活動を

吸収する手)とて (例えば広場等 )は､当然配威されね

ばならなh｡

V'ずれにしても､妓b得る最大の環境資産を､現時点

で破顔 してまで､スポーツ施設 (ある限定された時間

につL̂ていえば､他の人の利用を排除するとい う意味

において特定教の人が利用する施設 )を設ける必然性

は認められないといえようO

(資料04)

保全とい う概念は計画の諸概念の中で特異な存在の

一つである｡すなわち､保全の対顔となる ｢もの｣の

存在が前提となるo保全の対象の存在 しないところで

は保全とい う概念吐成立 しえをレヽ

さらに､保全が成立するためには､その対象にかか

わる ｢開発｣が先行しなければならをレヽ ｢開発｣が

存在 しなければその ｢もの｣は原則として保全の対象

とはをb得をレヽ

また､その対象物の存在と開発意図は矛盾関係にな

ければならをL̂.開発その ｢もの｣の存在を包含する

ようを場合は保全とい う概念は成立 しないoすなわち

｢開発｣のみが存在することとなる｡

第 3に､保全が成立するためには､その対象物に対

してGa発意図に添った (開発意図の変更をも含めて )

何らかの ｢付加価値｣が賦与されなければならない｡

対象物は物的には同 じ状態のもと打存続 しつづけても

そこに何 らかの存続を許容する価値が与え られていな

ければ､相矛盾する開発意図のもとに存続することは

できないからである｡

(資料01)

■寄生的に理解 された空間モデル

(資料01)

この公L封の空 riilモデルでは､中央のオ-

プンスベ- ス部の立地条件(例､保全竣)

をたよI)に同JZlに公凶の各機能IB王威がは

りつ く姿 を7T;している.一般に､機能饗

素へのデマンドが大きくなると､保全域

は日蝕 されてな くなってしまう｡

の創造 サボテンIJf式 と呼ばれるこのモテ'Jレは､

保全城 をたよりとLて'Lll功が立地 し.保

全城の如'を母体としてもkのス トyクを柵

植させ てゆ くシステムを7Jてしている｡
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日

日

吊

一

以上 をふまえて､総合公園の現存植生は､現況 の状態

を維持す ることが好 ま しい持続植生 と､その育成や よb

安定 さすための変更 が望 まれ る育成植生､遷 移を う夜が

して よ9安定的 な植生 として変様 させることが望 ま しい

遷移植生､新規 の植栽 にとってかわ られることが好 ま し

い植栽植生の四つの植生に評価 分類 され るo

持続植生は現況の持続が可能 である として評価 される

植生 で､導入された評価視点 に よれば､ 自然林 に近vl管

理の手 のほ とん ど入 らない状態 で持続 している常緑広葉

樹林 や､ コナラの一乗林を除 く衰退 していない二次林や

モ ウノウチク林がそれ となるO

育成植生は現存植生が原則的に評価 される もので､幼

木植生や､種構成的に変更が好 ま しい植生が評価 されるo

評価視点 によれば､伐採跡地の薪芽林や､ コナ ラの一斉

林が評価 の対象 となる.虫害 杵かかされなが らも更新伐

に よって回復 が可能 をコナ ラ林等 もこの評価 を うけ る.

遷移植生は植生が遷移す ることに よって よ9-層の安

定が期待 される植生で､二次林等で高木性 の常緑広葉樹

の若木や稚樹 が林床 に多 くあ らわれてい るもの等､その

遷移傾向の うかがわれる植生は当然遷移植生 として評価

され るO又て 二次林でやや衰退傾向があ らわれていた り､

被慶が低い ものは､補穂に よって遷移 を うそが した方が

よい と判断 され､遷移植生 と評価 される｡

遷移の初期段階 の先駆性樹種 をともな うもの も含めた

葦原 と､退行遷移 を うながす アズマネザサヤクズ等の下

草が過度 に繁茂 した 9､回領の望め ない病虫の被害 の大

きい植生､過密 を植生で密生種 が相互に破EELあって衰

退 して しまっている植生は､事実上現存植生の存在が評

価 されず､植栽 に よって全 く別の安定 した植生につ くり

直す必要性が認 め られて､植栽 埴生 と評価 される｡

なか､植生はそれ 自身のをかか ら評価 されるだけ で75.

く､管理 や立地か らも評価 され る｡

管理的には､管理手間の過剰 を もので､ しか も管理 を

か こたる とその植生 自身が崩壊 す るばか Dでな く､他 の

植生へ も虫害 を伝播 した 9す るものは植栽植生 とす るこ

とが妥当であ 9､果樹園 のク リ等はまさにそれに当 るo

立地的には､急峻傾斜地では当然現存植生 がその地形

を支 えていることが多 く､植生 の資質か らの評価 とは別

に､植生 の取扱 vlに供重 を期 す必要があるOそのため､

植生の評価 が植栽植生 である もので､急峻地形 に立地す

るものは､遷移植生的 な取扱 いを検討する必要が ある.

また､土壌条件や水条件が適性 でない植生は､当然 こ

れ7tで管理等 に よる特別の帯 助があった訳 で､持続植生

とす ることは管理上無理が ある｡

75:お､混交林の一部は､以上 の評価 に当て飲 ら75:V)が､

それ らは､当面 の退行遷移的な要素､例えばアズマネザ

サが優 占 している林床 の下草刈 を行 な う等の管空 をほ ど

こしつつ､将来遷移 の方向を見極 め､その時点 で評価 を

加 えることに して､現時点での評価は保留 してお くo



■現存植生の評価

評 価 立 脚 点 評 価 耳iE 評 価 内 谷 持続的生 干J<成純生 遷経机生 Nl-.I.k桃生 伯 jS- 対 象

肺 生 に よ る 評 価 分 机 自 然 林 ○

･̂L=;= 理 林 〇 〇 〇 コナラ休､モウソウチク林

純 株 × × ○ スギ休 ､ ヒ ノ キ株

i塑移 段 【こ皆 終 期 ○ 棲 相 林中 lyl 〇 〇 〇 途 中 相 称 ､二 次 休

初 期 × × × ○ 先 駆 仙 生

上 層 桝 高 低 × ○

上 層 被 度 低 × × ○

密 度 高 × × × ○ スギ株 ､ ヒ ノ キ林

下 1,._,: 木 本 俳 ○ 披度50%以上巡行遷移柾 × × ○ 被度20%以｣二

退行遷移椛 × ○ 被皮75%以上

そ の 他 柄 虫 喜 × ○ コ ナ ラ 林

管 理 に よ る 評 価 手 間 過 剰 × × × ○ 栄 脚 鼠 ( ク リ )

立 地 に よ る 評 価 地 形 勾 配 急 峻 〇 〇 〇 35.-45○以上

○ 評価 される可能性の強いもの ･ 評価される可能性のあるもの × 評価される可能性のないもの
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3-2 保全/タウンセンター化

開発計画 にも-/つて現地形 をの こす意味 は､お よそ次の

2点 として とらえ られる｡第 1は､その地形そ の ものが

特定の価 値を もち (例えば､ 自然的 .歴史 的記念物等 と

して )それを保有す る場合である｡第 2は､その地形が

開発意 図か らみて一定 の利用価値を もち (例えば､変化

に畳んだ空間 を形成す るといった漠然 とした場合 も含み )

それを活用す る場合 である｡前者 については､当該地形

の凍結 的保存が求め られ､ス タテ ィックを とらえ られ方

をする｡後者 は利用の対象 となる妙形 VCついてのみ評価

が夜され､一般的に地形改変 を棺 まをho

総合公園計画 における地形保全 の意図け､やや特異 75:

るもの と見 ることがで きる｡総合公園の敷地 については､

特 に歴史的評価が夜されてい るわけで も75:く､ また､特

定 の利用意図が先行 していたわけでもか,L.総合公園 に

おける保全意図は､ む しろ外側′からの視座 にもとづ く多

分 に外形的な評価､山がそれ として存在す ることに対 す

る独立 した評価 と して理解 されるO

対象地 の見えがか Dは､主 として クウ/センター開発

に よb大 きな影啓 を うけるO特に クウ/セ ンター第 2､

第 3地区 に接す る東側お よび南側は､ セ ンタ-側 との と

bあいの関係上､大 きく造成す る必要が あ 9､ これまで

の丘陵地 の先端部 としての位置か ら､独立 した小丘へ と

まった く姿 を変えることは明 らかであ9､ 七 /メ-側か

らの姿 も､ これまで とは異 る位置 .高さか ら見 られ るこ

とになるけずである｡ また､地形その ものの改変は要請

されない北側､第 1地区側 からの姿 も､ クウ/セ/クー

の建物群 の ヴォ リュームとの対比で見 られることとなり､

まった く異 るプロポー ンヨン､スケ-ルと して とらえ ら

れることに75:ろ う｡

総合公園計画 における総体 としての地形保全の意図は､

地形 IZ)ゲ/ユクル ト(形態的秩序 )の継承 として理解す

ることができるO すをわち､それ 自体の地形改変の必然

性 を含み､ また､周辺 との関連で大 きく見えがか Dが変

化す ることを前提 として総体 としての蜘形 を残 してゆ く

ことは､個 々の物的存在 としての地形の スクテ ィツクを

保 存を意味す るのではを く､全体 としての らしさを継承

す ることであ D､その らしさを残す ことによって空間秩

序の歴史 的連続性 を図 ることである｡

この ようを視点にたてば .総合公園敷地 の地形のゲ /

-タル トは､丘陵 E,つ先端 としてではなく､丘陵地 を ンン

ポ ライズ する小丘 もしくは山 として とらえ られる｡総合

公園 をひ とつの山 として とらえれば､それは比較的 ルー

ズをグ ソユタル ト質 を もつ山 として理解 される｡ ルーズ

をゲシュタル トは:部分の改変に対 して許容量が大 きいo

つま 9､ ある程度 の部分的改変 によって も全体の グ ソ-

タル トはそ こなわれ難い｡

植生保存の問題 もゲ ン-タル トの問題 として理解する

ことができる｡す なわち､ ゲ -/ユタル トは形態的秩序で



あるが故 に､ 単 に物理的に地形その ものが残 されて も､

その表層の状態が変化すれば グ ッ-タル トも変化する｡

したがって､総合公園の グ ･/ユタル トとは､木の生えた

緑 の山 と して とらえることができる｡

総合公園整備 において要請 される地形D保全 とは､ こ

■総合公園 r山 の変貌 の ようなあの山のゲシュタル トを継承す ることであ 9､

1 現 況

二軒 一空禦 tfL蕎 尋 緋 ニー:.

猫 圭-rJt･鴎 畔 与′ I

一一--こ達て=二一･--ここ二二
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2 造成後

止,州 で一一･･･.- -- ~ て:I'1,:tl･

-･-一 一一-

3 タウンセンター ビル ドア ノブ後

/ 二 草 子㍗

用 言 鴇里 び/

1り正確 に言 うならば､ あの山が保全 されたと知覚でき

るあ らた を ク ウ / セ ン ターの グ ･/ - タ ル トを創出す る こ

とである. この こと壮すでにふ れた ように､あのLLlの研

況地形 を絶対的に保持す ることを意味 しない｡ た とえ絶

対的保持 を図った として も､周辺開発に よる見 えがか D

の変化に 上り､ ゲシュタル トは変化 するか らで ある｡

ある程度の地形改変 を前提 とした場合､山の保全 とい

う命題の もとに改変デマン ドをど う評価 するかが問題 と

なる｡山形の地形 にかけ るグ ･/ユクル ト中心 (グ ノユタ

ル ト形成 に最 も大 きを力を持つ部 分 )は､頂上 もしくは

凸部であると考え られ､凹部あるいは谷部は､ より少 な

い影響 力を持つ と判断 され る｡ したがって､山の グ ンユ

タ ,̂ト保全において比､項部の改変は最少限度 に とどめ

るべ きであ 9､逆 に谷戸部は比較的 自由度が高い と判断

される｡ また､総合公園 の山壮多数の尾根 と谷戸に 上9

構成され た地形 で あ 9､ 単 独峰 に比べ て エ9弱 い グ ンユ

タル ト質 を持つ と考 え られるO さ らに､ あの山 の認識は

これまで もっぱ ら早測川側か らの視点か らの ものであっ

た と考え られ､地形 の継桑 とい う点か ら見 ると､早粥川l

側 (第 1地区側 )か らの視座が重視 されると考え られるO

タウンセ/クーと山 との融合化､一体化 を図 り､山を

含む タウンセ ンタ-のゲ y-タル トを形成するためには､

共通要素の連続性 (総合公園 とタウンセ/クー との同質

化 )､弱いゲシュタル トの形成 によるタラデ イ7スを連

続性 を図ること等が考 え られる｡
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日

日

日

日

川

山

3-3 保全/都市化

現存の地形､植生を生か しつつ総合公園 とい う港北 二

ユー タウンの新たな財産 をつ くDだ してゆ くことは､単

に ものを残 す とい う側面に とどせ らない｡植生 にせ よ､

地形 にせ よ永年 の農業生産 に よる人為的所産 であ 9､そ

れを残す ことは､何 らかのかたちでその背景 となった社

会的側面､言いかえれば生活 の塾の記希 を残す ことにつ

なが る｡生活 の塾 をとどめ ることを開発の中に組込 む こ

とは､地形地物 を原形 をとどめぬほ ど改変 し､そ こに全

く新 しい型 を持 った^ 々が外 か ら流入 してきて一種 の植

民地 を形成 し､新旧の文化的断絶 を生ず るとい う､ よく

ある開発の問題点をある程度回避す ることがで きる と思

われ る｡特 に区画整理 の ように居住者が連続的 である場

合は､生活環境面における歴史的連続性 を保持す ること

は重要 な問題であ D､それに よって開発を身近 かを もの

とし､在来の生活者 にとって 自分達のせち としての意許

を持 ち易 くす ることに浸ろ う. ｢また､ この ような型が公

園 とい う公共空間 に残 されることによって､新 しい住民

に とっても､保全された塾 を共有財産 として受けいれや

す くし､新旧文化 の接点 と在ることが期待 され る｡ さ ら

に､ この ような資産 を都市施設 として括生 化 してゆ く過

程､ あるいは維持管理の過程 を通 じて､管理技術 ､利 明

のノ ウ/､クの提供等のかたちで人的結びつきができると

すれば､住民参加-の受け皿 とも在ると考え られ る｡

住 民参加 に よるせちづ くDは､単 に住民の直接的利益

の擁讃 といった面に とどせ らず､住民がせちの主役 とし

て､その7iちの文化 の鞄 い手 としての意識 を保持す るの

でなければ ､英 のせちづ くDには なb得 ない｡そのため

には開発当初 におけ る住民の関心 をつ なぎとめ､参加 の

ェネルギーを有効 に結晶させ る システムを開発 に組込 む

必要がある｡ この意味 で､在来の生活文化 を何 らかのか

たち で新 しい開発に組込み､その発最的継森 を図ること

は､住民の関心 とエネルギ-をニュークウノ開発に結び

つけ る有効 を媒体 とな bうると思われる｡ さ らにそれを

起点 として､公園 の発展段階 に応 じてさせざまに展開 さ

れ る住民参加の伝統 を形成 してゆ くことが期待 され るo

総合公園 の計画 において この よう75:文化 的側面の保全

を組込 む ことは､ 単に記銀保存的な意味に とどせ らず､

住民の関心 の よ9しろであD､ 参加 のチャ/ス を提供 す

ることであ 9､住民参加 とい う運動 の種子 あるいは胞子

を植えつけることとして とらえ られ る｡ さ らに. この よ

うな文化的側 面におけ る参加 は､港北 ニュータウン建設

事業 における巾広 い住民参加 におけるシ ンボル としての

位置を占め るもの と期待 されるOす なわち､港北 ニユ-

タウンの シンポ'ルとしての総合公園 の形成 におけ る住民

の文化的側面における参加 打､住民参加 とVlうニユー タ

ウ ン ･ス ビ l)ツトの シンポJL,であ 9､二ユー タウン文化

のシンボルで もあ D､その原点 あるいは胞子 として､在

来文化 の保全が位置づけ られる｡



ポーラン ドの諸都市は第 2次大戦中 ドイツ軍に上っ

て徹底的に破顔された｡ ワル /ヤワは旧市街地の90%

近 くが破廃されたとい う｡終戦を迎えたワル ンヤワ市

民把と･'ての第-の課題はこの破壊 し尽された町を如

何に復興するかとL̂ )ことであったo

都市計画の手法 としてはさまざまなものが用意されて

いたが､ ワル yヤワ市民遠は結局､ 旧市街を倣前の姿

に復興することに決定 した｡戦前の実測図面が残って

Loたので､それをもとにIEl地区の建物各々を忠実に復

原 し､完成したワ ,̂yヤワ旧市街は完全に戦前の姿に

戻った｡

この復興作業はそのままワルシャワ市民の歴史観を

表わしているO ドイツ軍はポーラ/ ドの町たるワル ン

ヤワを完全に破凄することに決定 したが､ コペルニク

スの生地 トル一二は元来 ドイツ領だったと主張 して何

の破顔行為 もをきなかった｡レ､Vlかえれば､ポーラン

ドの歴史はナチスに上って抹殺されようとしたわけで

ある. ワル./ヤワ市民の努力はこの失われた過去の歴

史の回復で参b再構成であった｡むろん､文化財保護

的な個別的価値評価がなかったわけではないが､全体

としてみれば､歴史的実体として形成されてきた都市

をその通 り復原 ･継東することで､ ワル /ヤワ市民の

7イテンティティを保とうとしたといえ よう.

この立場は､ ある意味ではきわめてイデオE7ギブシ

ュな立場である｡極端にVlえば､ 自己の独 自の文化を

主張 し､都市とい う実体に1ってその文化を全面的に

再確認 していこうとするものである. したがって､都

市を成立させている人間関係､ いわば共同体の意識と

切 っても切b赦せない｡都市の歴 史吐､すなわちそこ

の共同体の正続性の証 しでもあった.

(-fM11)

ワルンヤワの中心部の榎原について､ lネスコの文

化財保存機関であるイコモス ICCMOSが横案 した歴史

的記念物保存の技術基盤であるグェニス懸垂にてらし

て､その復原が不正確であるとい う批判がてたことが

あるが､ これにたL̂ して事業に関係 した一人は､それ

結そのとお Dだが､町の中心部のこの復原にはそ うい

う技術的な問題 よ9ももっと切実75:<国民的,政治的,

心理的>な理由があ9､あえて不正確を東知で復原 し

たとのべている｡ (中略 )

1945年に町がナチの支配から解放されたとき､戦

前100万人の人口のあったこの町にわずか 16万人 し

か人がいなかったといわれるが､ この復原は戦争とL̂

う民族あるVlは市民の生存そのものをかびやかす 上う

な､ もっとも大規模なぜたもっとも徹底的なグアンダ

I)ズ ムにたいする痛烈なプロテス トの表現であると同

時に､政治的にも文化的にも東西の谷間にあって大Bi)

の間の角逐の犠牲をしいられてきた市民が､ 自分自身

の姿を形として都市の中に具体化 し上うとする切実な

願望の表現でもある｡市の関係者のい う復原の<園民

的理由>とい うのは､そ うV,う意味に うけとらなけれ

ばなるまい｡ この復原は都市づ くDにかける文字通 9

のく原点>たったのであるO

(資料 12)
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第4章 考察-2

40

4- 1 総合公園整備計画のあり方

これまでの検討結果 をふ まえれば､総合公園の登傍 の

あ り方 をめ ぐる問題は､次の 2点 に集約 され るo

第 1の点は､主 として､意図の側か らの問題である｡

総合公園は､港北中心 地区の く重層 ･複合核 )として､

空間的に も時間 的に も総合的 な計画が要請 されている0

- 万､ ｢市民参加 のTiちづ くb｣ とい う基本理念 にたち

公園緑地を コミユニテ ィ施設 として認藷す るか らには､

現段階 で､総合公園 の整備 に関す る意図を収束す ること

は不可伐 である｡ したがって､全意図 を総合的に確定 し､

それを空間的に区分 し､時間的な段階 をおって整備す る

とい う意味での､機械的な単 なる段階整備 論 は成立 しな

'V,と考 え られ る｡

第 2の点は､主 として､対象の側か らの問題である｡

単 なる段階整備論が不成立であれば､基盤 整備論が考 え

られる(.これは､保全 を基盤 とす る総合公園の特性､お

よび区画整理事業 の主 旨か らみて､一般 的(,Eは妥当であ

ろ う｡ しか し､総合公園 は公園緑地整備事業 を先導す る

役割 をになってお 9､何 らかのかたちで早期供用が要請

されてIv,る｡ したがって､ ｢基盤整備 を充分に行い､そ

の上で可能 をかぎ bフレキ./ブル夜空間 として､公園緑

地 を整備す る｣ ことは積極的な解決 とけな9えをLno下

部構造 と上部構造 を分離す るとい う意味での､消極的 な

単 なる基盤整備論 も適応 しえをV}と判断 される.

単 なる段階整備 でもを く､単 なる基盤整備 で もな く､

当該昏階 で十全 な意義 を もつ諸事業 の展開の過程 として､

総合公園 が､生成､発展 してゆ くことが必要 である｡

総合公園 の発生の基盤 となる基盤整備でなければ なら

ず､総合公園の全 体的で主体的 な恒常的発展 を うながす

段階整備でなければ な らをho 明確 を起原 を もち､歴史

的に発展す る,有灘的な構造 を もった整備計画が必要で

ある｡ レ､V,かえれば､総合公園の (発生的展開論 )が必

要である｡

したがって､総合公薗 の く発生的展開 )を具現化す る

包括 的を仕組 を構築す ることが､総合公園整備計画の基

本的 を課題 となる｡

以下､ この仕組 を (生成 yステム)と呼ぶ ことにするo

浅 田 孝 氏を援用すれば､当該段階で十全 を意義 をも

つ､ い くつかのサ ブ ./ステムを構成 し､それを内挿 して

か くと､それがやがて､総合公園 の全体 /ステムに影響

を与 える自律性 を発揮 し､それ らの 自律的な相互作用の

成果 として､総合公園が歴史 的に生成 してゆ く､ といえ

るであろ う｡

ク リー ンマ トリックス ･システ ム計画は､対象論､計

画論､運動論 の 3つの段槽 を-て､理論的に整理 されて

きているO く生成 システム)は､ この運動論 を うけて､

それを総合公園整備計画 の戦略論 として展開 した もので

あ 9､ク ,)- ンマ ト.)ツクス ･システムの理論 的な発展

の一環 として位置づけ られ る｡



これまでの法定都市計画は:､一応のいろどDもある

し､既にきちん とできちゃっているのだけれど､いわ

ゆる都市の骨格づく少を総合的にやっていこうとVlう

1うな立場では､かならず Lも検討されているとは思

えませんでしたo

そこでまずやった作業は､横浜の上うな都市が､本

来あるべき長期的な兄とLlLにたったとき､すくなく

とも､何に腹をくくっておかなければいけをいか､戦

略のピン トを何にあわせてか くかを整理 して洗いだす

ことだったわけですOそこで打ち出したのか､長期に

わたってどうしても必要な地域社会の骨格的なス トッ

クを総合的に形成する基幹的事業だったわけで､その

後､市の方で六大事菜 と名づけましたo

明治以後 100年をふりかえると､国民のストプクがさっ

ぱりをい｡ これではゆとbがなLlL､ これからはゆと

少がなければ正確な判断はできたVl時代に､直面する

だろ うと思いますo ですから､行政の縦割 bとt̂い､

単年度予井編成方式とV'い､ス トック形成には必ず し

も向いていなh社会の条件があるなかで､地域社会 と

しての本格的なス トック形成をはかる必要があるので

す｡明治 100年 この方､ E]本の経済社会は､ フE,-の

拡大に依存 したその日暮らしなんですよね8 7E,-を

処理 していけばよいとのことで､ j'-ルとしての長期

計画は持っていても､実際に匪われる手法をD､道具

をDは単年度主義のそれでしたO

しかし都市の建設とい うのは､本来､ どhも30年

もかかるような骨格づくDをのですから､そこで吐 ど

うしてもス トック形成の論理が武鼓されねばならない｡

六大卒業についていえば､ 自治体のス トック形成の

問題であD､戦略的プラニングのプロパーの問題です｡

とにか く自治体の事業としてのこうい う大 きをク-ゲ

プトを持たれたらどうですかと､塞直に申し上げた次

第です｡

またぼ くは､ちJ=うどそのころ､ ゼネレイティンタ

ンステム (生成 yステム)とい うものを考えていた｡

それは､LrLくつかのサ ブンステムを うまく横成して､

内挿 してか くと､それがやがて全体の /ステムに影響

を及ぼす自律性をだんだん持 ってくる｡それを審美に

当てはめれば､その種をうえてか くと､その事業El標

をさらにフ*ロー7 ップする過程では､市のなかの技

術者やマネ-ジャーにあたる人たちも､改めてこのシ

ステムのなかに内包されている自己管理性とhhます

か､地域空間の経営の/ウ-クを身につけてもらえる

7t'ろう｡ こうLnう問題意譲をち･f･ん とふiえてやって

みると､ この六つの公共事業が自然にEl標として出て

きたOそ して､その戦略的意味を適確に市長が理解 し､

決断 して下さった､ とい うことになろ うかと思 うんで

すo

(資料 13)

港北ニュータウン開発言十画の重要な ノステムとして､

横極的な展開が試みられてきたクリ-ン･マト1)プク

ス , ソステムの理論的な発展過程を総括すれば大きく

3つの反騰に分け られる｡

第 1朗 は､ ものの論理で4)b､様々のオープ/ス

ベ-スの実体的な連続性に重点がおかれてお9､基本

構想没階において定式化されたク1)-ン･マト1)プク

ス ･yステムの第 1の側面に対応するものである｡

第 2段階は､ク1)-ンマ ト1)ックス (G/M)の第

2の側面の展開であ9､オ17̀ンスペース Iyステム

の計画論として<複合系>が追求され､その結果G/

Mは､G/Mと))ク リエー ンヨンマトr)プクス (氏/

M )と把分化するものとされた｡

第 3段階は､G/M.R/Mとい う2つのマトl)ッ

クスが､具体的に都市の変化 ･発展に対応 してi異動す

ることに重点がおかれ､空間の<非限定性>の追求が

主賓75･課題 と在ったO

(資料01)
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4-2 く生成システム〉の基本的な概念

(生成 システ ム)の基本的概念は､ (構造化 )と (級

級化 )であ るO (構造化 )紘 (生成 システム)の発生的

側面に対応 し､ (組級化 )紘 (生成 ./ステム)の発展的

側面に対応 する｡

(構造 化 )は く基盤構造化 )と (基幹構造化 )とに分

け られ､ (組織 化 )は (基幹組級化 )と く総合組級化 )

とに分け られる｡

(基盤構造化 )は､保全 - 開発の構造化である｡総

合公園の発生起原 を顕在化 させ る構造化 であり､総合公

園 とタウンセンター第 2､第 3地区 との融合化 ･一体化

のための構造化 である｡

(基幹構造化 )は､総合公園 - タウンセンターの構

造化である｡総合公園 の恒 常的 な発展 をつ らぬ く一貫性

を保持 し､総合公園の全体性 ･主体性 を具 現す る構造化

である｡ それは即､ タウンセンクーの全体構造 で もあるO

(基幹紐軌化 )は､ タウンセンターの全体構造 をふま

えた､ タウンセンター全地区 の組級化 である｡ このタウ

ンセ ンターの全 体化 に総合公園が債極 的な役割 をはたす

ためには､基盤構造の質的充実が前提 と怒る｡

(総合組線化 )は､港北 中心地区 の重層的 ･複合的75,

組級化 である｡港北中心地区の総合的整備の可能性 は､

総合公園 を中核 とする基幹構造の組級的を外延化如何 に

かかつている｡

(基幹構造化 )と (基幹縫紋化 )とは､相互に密接 な

関連があ 9､ 同 じ位相に属 している｡ したがって､ (坐

成 システム )は､事業 の発展段階 と して､次の 3つの位

相を もつ ことになるO

･基盤整備 - (基盤構造化 )

･基幹整備 - (基幹構造化 )/ (基幹組緑化 )

･終合整備 - (総合組放化 )

以上 の考察 打､右 のように整理され る｡

すでに 1- 1で引用 した､横浜市 の ｢緑の保全 と創造

に関するマスク-ブラン.基本的考 え方 (素案 )に よれ

ば､横浜市の禄の基本構想は､緑の ｢保全｣ と ｢創造｣

お よび ｢公園の整備｣ を 3つの柱 としているOそ して､

この 3本柱は､ ひ とつの拠点緑地 を構成す るさいにも手

だて となるのであ 9､ この ｢保全. と ｢創造｣ と ｢公園

の整備｣の組合せ を ｢サボテ ン方式｣ と呼び､横浜市の

緑の計画 においては､ この ｢サボテン方式｣ を実践 して

ゆ くとしてV,るO

右 に示 されているように､ (生成 ンステム)の概念図

と ｢サボテン方式｣の概念図 とは､論理 的に同一 であ 9､

く生成 システム)は ｢サボテ ン方式｣に包托 されてお9､

それを実践的に具体化 してゆ く仕組のひ とつ として理解

され る｡ したが って､港北二 --ク ウンの総合公園 は､

横浜市の ｢録の保全 と創造｣ におけ る典型 のriとつ とな

bうるものであ り､緑政行政のひとつの規範 となりうる

ものであ るo
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■ く構 造 化 〉とく組 織 化 〉との 連 関

(充実化)

一一~ー-＼
/ ＼

′ ＼

･@ , - ◎- (○ ,ItJ･･
＼ /

＼一一_一 一 /

(保全 された山) (公園化 された山) (都市化 された山)

■サボテン方式

ニー 一 一 三二二⑳
(地域, 地 形 等 に よ りこの バ タ ー ンは 変 化す る )

I-5 緑の茎本構想の三本柱

緑の立的.質的確保の具体策として､緑の ｢保全｣

と ｢創造｣及び ｢公園の鞍偏｣が三本柱となる｡これ

らの三太柱は個別にあるのではなく､三者が各地域の

条件によって結びつ く必要があるO

全市的配置か らみれば､郊外部k:面的に緑の保全が

され 市街地へ と点的緑が保全,或は創造され (具体

的には 自然山林.社寺林の保全や公菌の整備である )

又それ らを繋 ぐ線的緑の確保 と創造 (緑化 )である｡

サボテン方式

この三本柱は一つの拠点緑地を榔成するさいにも､

手だてとなる.拠点緑地は両 的､旬的緑の確保の拠点

でもあると同時PC､その中床は都市のレク))ェー ノヲ

ノの場へ部分的に親政できるし､場所に応 じて創造の

揺 (良化 )も必要 となる｡すなわち､三太柱は緑の配

位の上や､面的､質的確保の点からも､ ｢保全｣ ｢創

造｣ ｢公園の整備｣を組合せるべきであり､ 本 マ ス タ

ーブ ラ/において､ この組合せを ｢サボテン方式｣と

呼ぶ｡

サ 7T;'テン方式は現存 している緑を面的､質的に確保

できる7t'けてなく､今後の操の創造 (緑化 )が､丑的

質的に確保されるなら､将来的には保全の緑へと転化

してVlく可能性をもつものと考え られるC

横浜市の録の計画においては､ このサボテン方式を

実践 してい くものであるo

(資料06)
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4-3く
生成システム〉の基本的な枠組

(生成ンステム)の基本的を枠組は､
総合公園整備計

画の構成要素となる(範晴)､
幸美の発展段階としての

(位相)
､
および､
各発展殺陣における対象の階層構造

を示す(次元)
､の3つの
側面からとらえられる｡
その

内容は次の上うに整理され､
右のように組立てられる｡

〔(生成システム)の基本的な枠組〕

(範帝)-
計画の構成要素

･グリーンベルト

･タ
ウンセンター

･はやぶち川地区

(位相)-事業の発展段階

･基盤整備

･基幹整備

･総合整備

(次元)-対象の階層構造

･総合公園地区

･タウンセンター地区

･港北中心地区

く範聴)については､
すでに第1章､
第2章を通じて､

総合公園の位置づけ､
物的条件等から規定されてtJlるO

(位相)は
､4-2
にかいて(生成ンステム)の基本的

概念から孝幸だされ
､
同時に
､
その対象となる(次元)

が考慮されていた｡

総合公園地区 とは､総合公園 とタウンセンター第 2･

第 3地区 との融合化 ･一体化､および､ グ リー ンベ ,̂ト

との接合化 といった問題の次元であ9､総合公園の発生

に関与す る地区を示すO タウンセンタ-地区 とは､総合

公園 を含む タウンセンクーの全体構造を構成する次元で

ある｡港北中心地区 とは､総合公園を中核 として､ ク リ

ーンベル ト､ タウンセン ター､はやぶち川地区を総合化

す ることに上って､横浜市北西部における リ一ジ戸ナル

センターを形成す る次元である｡

く生成 システム)の基本的な枠組か らは､総合公園整

備計画の多面性が読 み とれる. しか し､ (範 鳴)､ (位

棉 )､ (次元 )の交点にあ9､ この枠組 の中心 とな るも

のは､次の 3つの計画である｡

･(総合公園基盤整備計画 )

･(クウ/-t/クー基幹整備計画 )

･(港北中心地区総合整備計画 )

これ らの 3つの計画は､総合公園整備計画の戦略計画

であ9､総合公園それ 自体の狭義 の基盤整備計画､基幹

整備計画､総合整備計画は､ これ らの計画のなかで戦略

的に位置づけ られる｡

･総合公園基盤整備計画 - く総合公園基盤整備計画 )

･総合公園基幹整備計画 - くタウンセンタ-基幹整備

計画 )

･総合公園総合整備計面 - (港北中心地区総合整備計

画 )



■く生成システム〉の基本的な枠組
生 成 シ ス テ ム

発 生 的 側 面 発 展 的 側 面

構 造 化 組 織 化

基 盤 構 造 化 基幹構造化 基幹組扱化 絵 合 組 織 化

く位相)く範鴫〉 基 盤 整 備 基 幹 怒 備 総 合 塑吉 備 く峨 略 計 画 )

(総 合 公 園基 盤 盤 備 計 画 〉

タウンセンター くタウンセンター基 幹 塩備 計 画 )

はやぶち川地区 く港 北 中心 地 区総 合 船 価 計 画 〉

く範蒔〉く次元)総 合 公 鼠 地 区 タウンセンタ-地区 港 北 中 心 地 区
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第3篇 方 針

第5章 方針-1- 総合公園整備計画のためのく概念モデル〉

第6章 方針-2- 総合公園整備計画のためのく空間モデル〉
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第5章 方針-1 5-1 く概念モデル〉の構築

第 1章か ら第 4章 までを通 じて､総 合公園のおかれて

いる状況 を把握 し､将来の整備のあb方 について考零 し

て きた0第 1葦 でbj:､横浜市域 における位置づけお よび

港北ニ ュー タウン地域 におけ る位置づけを し､ さ らに公

園緑地整備事業 にかける戦略上 の位置づけを したO第 2

章 では､立地条件､周辺土地利用 との関連､敷地の現況

か ら､総合公園の物的条件を整理 した｡第 3章では､主

として対象 の側か らの考察 を行い､公園化､ タウンセン

ター化､都市化 の各側面におけ る保全の意義 を検討 した.

第 4章 では､ 第 1章か ら第 3章 までの検討 をふ まえ､

総合公園 の整備 のあ 9方 を検討 し､それを (生成 システ

ム )と名付け､その基本的を概念を整理 し､それに基づ

い て (生成 システム)の基本的 な枠組 を設定 したOそ し

て､ この枠組か ら総合公園整備計画の戦略計画 として､

(総合公園基盤整備計画 )(タウンセンター基幹整備計

画 ) (港北 中心地区総合整備計画 )の 3つの計画が設定

されたO これで､総合公園整備計画の基 本的 な仕組が設

定された ことにそる｡

以上の成果 を集約 し､具体的な整備計画 を検討す るた

めの媒体 として く概念モデル )を導入す ることにす る｡

導入された (概念モデル )は､第 1章か ら第 4章 までの

成果 を概括 し､第 6章以下の作業 の指針 とをる ものであ

9､ この意味で本調査研究 の転換点 と在るもので あるo

<生成 ソステム>のための<概念モデル>は､

｡｢保全 ｣の意図 を頂点 とし､

｡｢市民参加 ｣の理念 を底辺 とし､

･･3つの<範 噴>- ク l)- ンベル ト､ タウンセンタ-､

はやぶ ち川地区を稜 とし､

｡3つの<位相>- 基盤整備､基幹整備､総合整備を

もち､

｡3つの<次元>- 総合公園地区､ クウンセンタ-地

区､港北中心地区 を内包する､

<三角錐 モデル> として構築 され る｡- ｢港北第二地

区総合公園整備計画のための概念モデル ー <生成 シス

テ ム>のための<三角錐モデル> 1979｣

との<三角錐 モデル>は､総合公園が､ ニュ~ タウン

･レベル と横浜市域 レベル との接点 (変換 点 )に位置 し

ている ことを考慮すれば､ 〔断面モデル 〕に示 されてい

る よ うに､下部構造 と上部構造が連 関 したく相関三角錐

モデル> として理解 され る必要があるo lまた､立体的 な

関連 を簡易に理解す るために. 〔射影 モデル 〕を使用す

ることにす る.

以下､ 5- 2におV,て､導入 さilたく三角錐モデル>

の構成 を､ これ までの成果 を概括す るために運用す るこ

とを通 じて､解説することにするO

そ して､ この<三角錐モデル>は､多面的 で長期間に

わたる総合公園整備計画にとって､六分儀 の役割 をはた

す ことが期待 されてい るC,



■港北第二地区総合公園整備計画のための

概念モデル- く生成システム〉のため

の (三角錐モデル〉 1979

〔傍聴モデル〕

〔断面モデル〕

上部椛迫 ｢一一---7
＼ /
＼~~~-イ
ヽ /
t---~プ

〔射影モデル〕
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5-2 く概念モデル〉によるく生成システム〉

の理解

<生成 システム>が､発生的側面 と発展的側面 をもち､

鼻紙 をものか ら複雑 なもの- と発展す る有機的構造 を も

つ ものであれば､そhは､発生 に先だって起原 を もち､

また､一定 の発展段階 に至 って､新 しい質- と転化す る

ことが必然 であろ う｡

総合公園の生成の姿は､超原- 発生 - 発展 - 伝

化の 4つの段階 をおって変貌 し､総合公園整備計画の 3

つの戦略計画は､ この変貌 を促進す る媒体 となるo

･起原か ら発生- - <総合公園基盤整備計画>

･発生か ら発展- - -< タウンセンター基幹整備計画>

･発展か ら転化- - <港北中心地区総合整備計画>

5-2-1 起原か ら発生へ (右図参照 )

<総合公園基盤整備計画>は､総合公園 を､起原か ら

発生へ と誘発す る計画であ るo

総合公園の起原 となるものは､虚業生産 に基 づいた､

これ までの生活様式､生活圏域､地域構造 を背景 とし､

港北-ユ- クウ/開発のために保全された もの- 港北

地区の歴史的資産で あるO農業的土地経営 を基盤 とす る

この歴史的実体は､ ク リ- ンマ トリックス ･ ンステムを

h､総合公園が この運動の変換点 とをるO

<総合公園基盤整備計画>の符牒は､<閥 -い き>､

<薪 -す じ>､<座- ざ> であるO

総合公 園の保全の対象 となるものは､植生 にせ よ地形

にせ よ､特定された ものではな く､総合公園の全域 が保

全の対象 とな bうるものであるo (3-1､3-2参照 )

この保全対象のグ ンユクル ト(形態的秩序 )を保持 し､

さ らに積極的に強化 してゆ くためには､総合公園の敷地

が､他の開発地域 に対 して､質的 に異 なる空間 として明

確に意識 され る必要が あるo したがって､総合公園は構

造的 な<閲>をもたなければ怒 らない｡北側 は､強 いゲ

シュタル トに対応す る強い<閲> とを 少､南側 は､ タウ

ンセンクー との融合化 ･一体化のために弱い<閲> を形

成す る｡

ク ウノセ/クー との融合化 ･一体化 のためには､東西

お よび南北の結合 を強化す る必要がある｡ (2-2参照 )

しか し､ タウンセンクーの整備がすすむ以前の総合公園

基盤整備の段階 では､結合の細部の形態 エDも基本 的を

方向性が重要であ り､結合の大 きを流れ- <菊> とし

て､構造的に把握 されていれば十分である｡ (無論､計

画的調整 は､時機 を逸せずすすめ られ るべ きであるo )

保全の潜在力 と開発の方向性 とに よって､総合公園の

素質が規定 され､ この素地 (培地 )の上 に､総合公園の

運動 を起動 させ る原点がすえ られ るo (3-3参照 )

この総合公 園を発生させ る原点のすえ られ る構造的な位

置 をく座> と呼ぶ｡



起 原 発 生 (こ れ ま で の 生 活 の な か か ら 発 生)
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5-2-2 発生か ら発展へ (右図参照 )

< タウンセンター基幹整備計画>は､基盤整備計画 と

総合整備計画 を媒介 し､総合公園を､発生か ら発展へ と

飛躍させ る計画 である.

この<位相>の基本的概念 は､<基幹構造化> とく基

幹組織化>であるo 基幹構造は､総合公園 を含 むタウン

センタ-の基本的を骨格 となる全体構造 であ り､ この基

幹構造 の形成 に よって､総合公園の全体性 ･主体性が確

立 され る0

-万､ この基幹♯造 は､港北中心地区 の総合的 75L整備

を組秩化す る構造 で もある. したが って､ この組級構造

の構成 にあたっては､ ク リ- ンベル ト､ タウンセンタ-､

はやぶ ち川地区 とい う3つの<範噂>のはたすべ き役割

が､明確 にされ る必要 があるo (211参照 )

< タウンセンク-基幹整備計画>における 3つの<範

噂>の基本的な役割は､次の ように設定 さhるO

.ク リー ンベル ト- <結界>

｡タウンセ/クー - <結構>

｡はやぶ ち川地区 - <結節>

<結 界><結構><結節>は､< タ ウ ンセンター基幹

整備計画>の中枢 を表す ものであ り､ これ を具現化 する

ためには､明確 をタウンセンター像が提示 されなけhば

夜 ら夜ho それは､総合公園 を性格づけ､港北中心地区

を方向づけ るものであ り､保全 と開発 を統括 す る重層的

な構造 をもたなければ在 らないO

タウンセンターの基 本的 な構 えは､南､北のタウンセ

ンタ-を結合する軸 と､ これ と交叉 し､総合公園 と追跡

公園 を結ぶオ- ブ ンスペース軸 とか ら在 り､ この 8の字

型の<結構>が タウンセンクー計画 をオープンスペース

の側 か ら見直す視座 となる｡ (2-1参照 )

この<開発軸> とく保全軸> とか らなる<結構 >を具現

化 す るためには､<保全軸> を形成 しうるまでに､総合

公園が質的に充実 されてL̂浸ければ夜 ら夜Vb

グ リー ンベル トは､ このく保全軸>の形成 を補完 し､

かつ､そh Kよって誘発され る港北中心地区の<結界>

をなす ことになる. この緑の<結界>は､総合公園､追

跡公 園､茅ヶ崎城吐､近隣 6号公園､お よび､はやぶ ち

川地区TCブ ロックの′｣＼山､の5つの山に よって明示さ

h るO そ して､ この ｢港北 (タウンセンター )五山 ｣は､

保全された山々であ り､遺跡公園 - 茅 ヶ崎城祉 - 揺

合公園 .一･･.近隣 6号公園 - TCブロックの順 に､港北

地区の各時代 の象徴 とな り､ ｢港北地区 の歴史 の環 ｣を

形成す る可能性 をもってい るO

はやぶ ち川地区は､<結構> とく結界>を重層化 し､

南､北に-だて られた港北ニュークウンを<結節>する

重要 な位置 にある. (1- 2､ 2- 1参照 )

なかで もTCブ ロックはく開発軸> とく保全軸> との結

節点であ り､同時に､<結構> とく結界>の重層的 な結

節点で もあるO,港北ニューク ウ/像 を左右す る拠点 とし

て､横極的､計画的な対処が必要 であるO
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発 生 (これまでの生活のなかから発生, l 発 展 (これからの生酒のなかで発展,
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5-2-
5発展から転化へ(右図参照)

<港北中心地区総合整備計画>は
､
総合公園を成熟さ

せ
､
それが
､
さらに高い次元の質-と転化することを可

能にする計画である｡

すでに
､
<タウンセンター基幹整備計画>は策定され､

港北中心地区の基本的な構造は確定されているo
それは

即
､
総合公園の全体性･主体性の確立であれ総合公園

の個性の確立でもあった｡

基幹構造の確立とともに
､
その先導的中核としての総

合公園の役割は相対的に凝滅さh
､
総合公園は純化され

て
､
独自の成熟段階をむかえる
o
そhとともに
､
総合公

園整備計画の3つの<範鳴>である､
グリーンベルト､

クウンセンター､
仕やぶち川地区も
､
<範噂>としての

意義を失ない
､
港北中心地区の総合的整備の75:か-と､

発展的に解消されるo

保全対象の先在を前提とする構造的な計画段階が終D､

新しい生活要求に対応した機能的側面が問題となってく

る
.
区画整備事業における新開発的側面が前面にてる0

---タ
ウンの発展にとも75:つて､
生活主体は分化し
､

生活要求は多様化してくる｡
このような主体の分化
､
要

求の多様化をうけて､
それを総合的なオープンス
ペ
ース

･システム計画として組粒化することが､
く港北中心地

区総合整備計画>の課題である
.
その基本的75:計画概念

は
､
すでに多くの計画で実践されているように､
<場>

<系><域>である｡

<域 > とは､ い うまで もを くく港北中心地区> をさす

が､そhは､新 しい地域構造 と新 しい生活圏域 を背景 と

す る､新 しい 自治活動 (参加 )に支え られているべ きで

ある｡ 同時に､<系>は､単 をる交通 システムとしてで

はな く､ニユー タウン内外 の人々の多様 な交流のル- ト

で75:ければな ら75:い.

この ような<域> とく系 > との充実の上 に､新 しい生

活活動 の<場>が育まhるO それは ｢参加 ｣と｢交流 ｣

による ｢市民参加のま ちづ くり｣の成果 であ り､新 しい

港北地区像の創造 であるO 総合公園は､ この新 しい港北

地区像 の焦点 とをるために純化され､文化的 に成 熟 しつ

つ新 しい位相- と転化するOそれは横浜市におけ る ｢緑

の保全 と創造 ｣のための､ ひ とつの規範 としての位相で

あ り､市域全域 に閑かhた位相 である. (1- 1参照 )

｢保全 ｣の意図 を核 とし､ ｢市民参加 ｣の理念に支 え

らhて成熟 した総合公園は､ ｢環境 の自治 ｣を学 びとる

す ぐかた規範 であ り､港北中心地区 を新 しV,｢都 市観光 ｣

の場 た らしめるで あろ う｡

港北地区の農業的土地利用を起原 として発生 し､港北

ニュー タウン建設事業 の原点 として先導的 な役割 をはた

しつつ発展 し､ニュータウンの成 熟 とともに純化 さhて

｢都市 の冠 ｣- と転化 し､横浜市域全域 に｢港北の光 ｣

をもた らしてゆ く- 0

これが総合公園の生成､発展の姿 であ り､く生成 シス

テム>は､ この過程を 自覚的に推進す る媒体 である｡



発 展 (こ れ か ら の 生 活 の な か で 発 展) 転 化
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5-3 く生成システム〉の実践的な展開

<生成 /ステ ム>の理解 を通 じて明 らかに75･つた こと

は､運動 を支え る主体の問題 である｡ 物的計画は､それ

自体では発展 しをho 市民参加の理念 をまつまで も浸 く､

物的計画を運動 させ るのは､そhに参加す る主体 である｡

<生成 システム>は､総合公園整備計画の基本的 を枠組

と過程 を示 した ものであ り､そわを充萌 し､運動 させ る

実体は､総合公園を 自か らの ことと自覚 し､組織的に参

画する<主体>である｡

<生成 システム>が､単純 な ものか ら複雑 をものへ と

発展するのにとも751つて､そhに参画す るく主体> も多

様化 し､複雑化 してゆ くことが予測 さか るo それは､現

在の住民か ら新 しい住民- と拡大さかるばか りでは夜 く､

ニュークウノ内外 の市民- と拡大さh るO 参画す る<主

体>の拡大は､利用主体ばか りでは75･LOo 港北中心地区

の総合的75:整備は､多元 的で多様 な事業主体 に よってす

すめ らかるはずであ り､重層的で多様 を地域主体 によっ

て調整がはか らh ることに在るであろ う｡

オ- ブ ンスベ-ス ･./ステム計画 を総合的に策定 する

ためには､何 よりも､その総合化 の実体である<主体 >

の組級化が前提 と浸ることは､明 らかである. しか し､

ニ--ク ウ ノ ･レベルでの<主体>の組級化は､未 だ十

分な社会的蓄所が浸 く､それぞhの計画の策定 を通 じて

実践的に と りくんでゆ くべ き状況 にあるO そ して､ この

ようを状況は､ ここ当分 の間はつづ くもの と考え らh る.

<主体>の組級化は､一般的な理論 を前提 とす るよ りは

む しろ､地域社会 の特性 に応 じて､現実的､実践的 に と

りくんでゆ くべ きことだか らである｡

開発規模の拡大 にともなって､ ニュ-タウン開発計画

は､特殊性､個別性 を強めてお り､<主体>の組織化 も

異 をる局面を示 しているO 結果的にみれば､<主体 >の

組級化 のあ り方が､そのニュータウン開発計画の基本的

な性格 を左右 してい るようにみ うけ られ る｡

この ような観点か らみれば､参画す る<主体>の組織

化 にあたっては､開発方式が決定的に重要 であるO 港北

こユ- タウン建設事業は､横浜市の主体的をプロジェク

トである｡ それは､土地区画整理事業方式 をとり､ ｢市

民参加のまちづ くり｣を基本理念 としている. これ らが

合一されて､港北ニュータウンの基本的な性格 を規定 し

てお り､それは､地域 に密着 し､く主体>の粗放化 を必

然 とす るとい う点で､ きわだ った特質 をそ食えてい るO

｢横浜市港北ニュータウン事業推進連絡協議会 ｣の機構

が､そhを端的に示 してVlるo

ニュー クウン ･レベルにおけ るく主体>の組織化 に関

す る実践的を成果 を蓄積 す ることが､港北ニュータ ウン

建設事業の重要 を意義のひとつであ り､その過程は注 目

さかるべ きである｡

<生成 ンステム>は､ この過程の一環 とな りえて､は

じめて現実的な意義 をもってあろ うO
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■造園計画におけるく主体〉の把握

(地域の論理)

･印-7ランナーとしての)立【胡哀(または

朋1.'.!債JitJとしての行政主体)の位i荘

■レジャー/レクリエーション/観光についての理解

(賛料 14)

r｢市民農園｣等における主体間の関連

警 毒

T

潤 /

I I,"il主川j旭のTrlT.'f制球 助 成川:hi符
lI 抑l=うの淡',ii, 利 糊の 水 .18

11】 桔fIl称 #

^ 1他1,ll映 れB!
B 施.il'H.TTq 芯理
C RT<作文

L横浜市子供農園

■く生成システム〉におけるく主体〉間の関連

(地域桃造)

IIr横浜市港北ニュータウン事菓推進連絡協議会｣
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第6章 方針-2 6-1 〈空間モデル〉の構想

総合公園の整備計画は､空間構造的に3つの側面か ら

とらえ られ る｡ 第 1は<木の生えた山> としての総合公

園であ り､現存植生及び地形 の保全 とい うデマ/ ドに対

応す る. これはその対象を特定せず総合公園全域 に関わ

ることが らと して理解 さilるo 第 2はオー7-ンスペース

としての総合公園であ り､その立地､性格上高度 の空間

の非限定性 をもつべ きであると判断 され る｡ また レク リ

エ- シ ョン空 間一般 としては空間形態 を特定せずさま ざ

まな空間に展開 しうるはずであるとい う理解 に基 づ き､

オ- 7'ンスベ-ス としての総合公園 も7tた全域 に関わる

事項 として整理 さh るO第 3はタウンセンク-､ グ リー

ンベル ト､はやぶ ち川地区 を組織化す る媒体 としての総

合公園であるO これ ら外的 エネルギーを組織化 し､タ ウ

ンセンタ-､さ らには港北中心地区 として組級化す る骨

格 を形成する役割 をにを うものである,

総合公園は こh ら3つの側面が重層化され､一つの総

合公園 とい う空間を構成するものと理解 さh るO こか ら

3つの側面は空 間概念 として次 の 3つに整理 で きるo

(1) 穀 (カラ )- 山

(2) 歴 (コウ )- オーブンスべ一ス

(3) 管 (ホネ )- サーキュレー -/ヨン

殻は文字通 り総合公園の外形 を形成す る地形及 び表皮

としての植生に より構成さか､保全側の視点に よ り､形

態そh 自体が用 を雛かてある種の評価の対象 と75:るo

膜は アキの部分 であ り､ レク 1)エー /ヨン一般 とい う

視点か らは敷地 の部分的差異性は捨象され､非限定性 と

L̂ う観点か ら全域 が等質 として とりあっかわh るO

骨は主 として人 のサー キュレー /ヨン及 び視覚的意味

におけ る組級化 の媒体 である. この場合組織化 は タウン

センタ-､さ らには港北中心地区 レベル としてと らえ ら

れてお り､全体的骨格 が前 2着に対 して しぼ りとをるよ

の整備 に よって山の一体性及 びオー ブンスベ-ス として

の連続性 をそ こを うことはさけ なけhば な らをい｡

こか ら3つの空間的側面は基本的 にそれぞh独立 した

専攻 であ 9､ これ ら3つの空間概 念は<浮遊> とい う概

念 の導入 によ り一つの空間 に合一する｡ す 夜わ ち､用 と

形態 との帝離､土地利用 の個別性 の捨象､組織構造体 の

内部-の不干 渉 といった諸関係 の浮遊状態の想定が必要

となる. <空 間モデル>は これ ら浮遊す る 3つの側面の

構造的整理 な らびに理解の道具であるo

総合公 園の整備計画において想定さか うる<空間モデ

ル>は､港北地区の農業地帯 におけ る-丘陵 としての こ

れまでの空間秩序が､浮遊化に よ り<穀><握><骨>

とV>うそれぞh遊離 した空間構造 にな った もの として理

解 され､浮遊化 に よって既存秩序 を離れて､いわば白紙

状態 として等質化 さh ることに よって､ あらたを総合公

園 としての空間秩序-変換 しうるもの と整理 されたO



■空間モテル- 1 総合公園の空間構造

く基盤整備〉

山

/( ＼
∴ .

一一一一一一

∠戸も 二 ____:

形態の自立性 空間の非限定性･

◇ ⇔
穀/皮 腔

く浮遊〉

全域それぞれが

宿主

^ ･:

寄生体

---_-■■
山てあること オープンスペースてあること

概念上それそれのテ リトリーは平面的に分割 されない

グリーンへル ト

く基幹整備〉

空 ,91----

タウンセンター

外からのエネルギー

総合公園

毎 ｣ も

組織化の媒体 =令 骨

香

gnTR'L/皮-域 (ケシュタル ト)

腔 -堤 (オープンスペース)

骨 -莱 (組織化)

それぞれは事業カテゴリー示すO系 城の整備にJ:り

場の開放(非限定性の保証)をする
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6-2 〈空間モデル〉の発展的な理解

総合公園が山 としての形態 を保 ったまま､港北地区の

虚村地帯 の-丘陵か ら､総合公園 としての内的充実化 を

経つつ､二ュ-クウ/の中核 となる港北中心地区の一環

を形成 してゆ くとい う過程 は､発生､進化 してゆ く山の

姿 として理解 されるo す なわ ち､山の外形 とい う形態的

秩序及 び山が見えるとい う空 間的秩序 を保持 しつつ､周

辺及び公園それ 自体の発展過程 に対応 して､内容､意味

を変 えつつ変貌 してゆ く山 としてイメ- ノさか るO

こh までの山の姿 を規定 してきた農業的土地経営 に基

く空間裁序は､公園 とLnうあ らた な土地経営形態 に対 し

て一種の白紙状態 として評価される｡ 夜ぜ 夜 らば､公園

一般は きわめて柔軟 であ b特定の空間,秩序 を要請 し75･ho

したが って､可能性一般 としては如何 75:る既存空間秩序

も公園化 に対 して等質 の培地 を提供 しうるもの と考え ら

か るo (無論､ これは公園に在 りうるか否か とい うこと

であ り､そhが空間的にす ぐかてい るか否かは問題 とし

ていなho )この よ うを等質 として とらえ らhた状態 を

浮遊化 とい う概念に よって把握す ることはすでに述べたO

-方､総合公園に関わる保全意図は､公 園の利用側 の

要請 とい うより､山その ものの外形的評価､す なわち､

都市内に緑 の山が存続 してゆ くことの意義が重視 されて

vlるo したが ってその観点に基 き緑のス トックを形成 し

てゆ く整備が あ りうるが､ これ 自体 も公園化 に対 して し

ぼりとは75Lらず浮遊の関係 を保つ｡ すなわ ち､山は山 自

体 として評価 され､そh K基 いて緑のス トックづ くりと

して整備車菜が浸されてゆ くが､公園全域 としてはオー

プ ンスペース として非 限定性 を保 ち､公園化 の諸 デマ/

ドに対する受皿 と怒るもの と理解 され るo この よ うな浮

遊構造化 の段階 を基盤整備の段階 と位置づけ る｡

一方､ グ リー ンベル ト､ タウンセンター､はやぶ ち川

地区 を組級化 する媒体 として､組級構造のあ り方を規定

す るよりどころ とな り､ さらに積極的に組敬体 を形成 し

てゆ く役割 に基 く整備段階があ り､ これを基幹整備の段

階 と呼ぶO 基幹整備の段階 において もそれ 自体が公園の

あ り方 を規定す る ものであっては浸 らず､下部条件の整

備 として公園 自体の浮遊性､非限定性は保 たれ なければ

在 らないO 浮遊化 した公園 (用地 )はそh 自体 としては

運動せず､公園に対す るデマン ドが イ/パク トと在って

運動 を開始するo Lたがって､総合公園の よう75:都市が

成熟 した段階 でデマ/ トが顕在化す ると思われ る公園に

ついては､かな り長期にわたって公園化の運動が発生せ

ず､浮遊 の状態 に とどせることは充分に予測 さhる.

一方､港北ニュー タウン建 設事業 の戦略上 の観点 より

見 るな らば､事業推進上の重要 な命題である住民参加 の

実 をあげ る絶好の ケースであると判断される. したがっ

て､横極的に住民参加に よる整備事業 を導入 し､それを

起爆剤 として公園整備事業の推進 を図る と共 に､住民参

加事業で得 らh た方向に よ り､今後の総合公園､ クウ/
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■空間モデル-2 山の進化

保全された山は怒備の各段階に応じて公開としての

構造化､組織化の過程を経ながら､港北地区の腿村

の-丘陵から､ニュ-タウンにおけるシンボルへと

形態的秩序を保ちつつ内谷的に進化するO

既成空間秩序

/メ?ヽ＼＼＼ ･カか
～ -_ 1I -

象徴化 う ウル化 外からのエネルギー

三上

既成秩序からのエネルギー

ウルからのエネルギー

′
′ l
∫ ∫
t ′ヽ ′

一ヽ一__一一

構造化 一〉 く基盤整備)

(浮遊化) ス トックの形成

組織化 う く基幹整備〉

骨格の形成
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センター､さ らに港北中心地区のあ り方 を規定 してゆ く

整備のあ り方が考え られる｡ この ような整備事業は等質

を培地 に投入さJlたある特定の方向性 を持 った不均質成

分 として運動 を発生させ るo これは公園整備 の種 を蒔 く

ことであ り､胞子 を植えつけ ることであるO 胞子 は運動

を起動 させ るインノてク トである と共 に､以後の方向性 を

規定 してゆ く原点 となるO この ような意味か らこの胞子

は ウル (Ur､ 初原体 )と呼ばわることがふ さわ しい｡

ウノレは総合公 園の整備の方向性 を規定 してゆ くと共に､

周辺 に対 して もその意図 を伝播させてゆき､ ウルを起 点

とす る意 図に よる港北 中心地区の全体化VCまで発展 して

ゆ く ことが予想 さh るO (時間的前後関係は種 々のケ-

スが想定 さか､周辺 が先行 することもあ りうる｡ また､

当然他の意図 との コンフ リク トもあ りうる｡ )

港北中心地区の形成が進み､周辺全体 のポテ ンシャル

が上昇す ると､運動 の起爆剤 としての総合公園の役割は

終 り､そのポテ ンシャル も周辺全体 との相関のなか で評

価 され るようにな り､再び総合公園の全 き独 自性 である

山その もの としての評価が浮上 して くるもの と思わh るO

す なわ ち､既存資産 を活か しつつ建設 さhた ニュータ ウ

ンの都心部 におけ る ン/*'ル として､また､住民参加に

ょるまちづ くりの原点､運動 のモ二ュメ/ トとしての意

味であ り､港北 ニュータウンにおけ る<都 市の冠>､港

北ス t=-リン トの シンボル としての役割 をに75:つてゆ くも

の と期待 され る｡

6-3 く空間モデル〉の原点

建設は常 にその一方の側面 としての破廉 をともを うも

のであ り､何 を建設するために何が破壊さか るのか を開

発計画は見 きわめなければな らないo こかまでの多 くの

ニュー クウノあるいは大規模住宅地開発は､既存の地形､

植生､さ らには地域社会秩序､文化 の抹殺 をともをい､

まった く新 しい住民が まった く新 しV,生活の型､文化 を

持込 み､既存地域社会 との大 きな断絶 をもた らした｡

この よ うな母都市の植民地 としてのニュ- タウン建設

に対 して､ かな b早期か らさまざまな批判がなされて き

た.港北ニュータウンの開発 目標 である ｢緑の環境 を最

大限に保有するまちづ くり｣｢≠ふ るさと 〝を しのばせ

るまちづ くり｣｢都市農業の確立 ｣｢市民参加 のせちづ

くb ｣とい う諸テ-ゼは､ この ようを批判 をふまえてか

区画整理に よる都市開発は､古 くか らの住民が連続 しつ

つ都 市開発 の一方の荷手 と在るとV,う意味において､多

くの可能性 と必然性 をは らむ もの と考え られ るo

都市開発におけ る歴史的空間秩序 の継桑､住民 エネル

ギーの導入､既存文化の発展的継啓 とい う課題 を具現化

す る第一歩 として総合公園整備事業 をとりあげ ることは､

そのわか り易 さ､ とbくみ易さ､発展的可能性 とい う点

において当 を得 たもの と考え られ るo す 75:わ ち､浮遊化

によ り培地 として等質化 した総合公園に､運動 を発生 さ
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せ る原点 あるいは胞子 と して この よう75:奄敷島に立つ事業

を据える ことは､歴史的空間秩序の継承､住民エネルギ

ーの導入 とい う命題 に対 して､ きわめて有効であると考

え らか るO

具体的事業 としては､米作文化 としての谷開発文化の

歴史的空間秩序 を継承 してゆ くことであ り､さまざまを

形 での展開が考え られ るであろ うが､その基本 となるこ

とは､ これまでの港北地区を支 えてきた農耕文化 を新開

発 に組込む ことであ り､歴史的実体 としてのこh らの財

を継承す ることに よって港北地区の7イデソティティ~

を再認 して､新 たを開発 に立 ち向 う精神的 75･よ りところ

(開発主体 としての住民の自立性の証 し )とす ると共 に､

港北ニュー クウ/の開発姿勢のマニフェス トとす るべ き

であるとい うことであるO

この よ うを歴史的実体の継承 を開発事業 に組込む こと

に よって､そh をよ りしろ として既住民の関心 を喚起 し､

整備事業 を通 じての参加､さ らに管理事業を通 じてのノ

ウ- ウの提供､ エネルギーの提供等の継続的参加 も期待

しうるD住民の意識及 び関心 をこれ より再喚起 しつつ､

ニュー タウン建設事業のさま ざまを局面におけ る住民参

加の推進力 となってゆけば､ この事業は成功 した もの と

言えるだ ろ うO

急速に変貌を とげてゆ く二-- タウンにあって､おそ

らく総合公園が港北地区の現在 の姿を伝えるほ とん ど唯

-の場所 と浸る杜ずであ り､風化 してゆ く意識の75･かで

の物的証言 となる｡ その時点 において､その存在意義は

よ り強力をもの と在るはず である｡ さ らに､ これ ら保全､

再構成 さかた歴 史的実体は､単 にスタティックな保存物

す る施設 として､桁極的 75:役割 をはた してゆ くことが期

待 され る
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第4篇 指 針

第7章 指針-1- 総合公園のデザイン ･コンセプ ト

第8章 指針-2- 総合公園の整備プロセス



第7章 指針-1

66

7- 1 デザイン ･コンセプ ト- 1

総合公園の整備は､ グ リー ンベル ト､ ク ウンセンタ~､

はやぶ ち川地区 のそわそわの中核的施設 として､さ らに

そか らを総合化 した港北中心地区 とい うリ- ノヨナル核

を形成す るモーメン ト及 び媒体 を形成す る もの と位置づ

け らかるo基本的戦略 としては､総合公園を牽 引力 とし

てクウノセ ンターのポテン /ヤル7 ノブを図 り､それに

ょ りはやぶ ち川地区の整備の誘導及 び条件整備 を図る｡

さ らに､ タ ウ ンセ/クー､はやぶ ち川地区 とグ リー ンベ

ル トを一体化 した横浜 北西部 におけ る リー ジョナル核の

形成 をね らお うとす るものであるo この よ うな戦略は､

3つ の レベルにわたって展開さh ると考え らか るD

第 1は タウンセンター 2､ 3地区及 び隣接グ リーンベ

ル トとの一体化 を図 るレベルであ り､各部分のスムーズ

を結合､視覚的､空 間的一体化等 に よ りタウンセンター

のあ り方 に方向性 を与 えてゆ くレベルである. 第 2は.

早測川 をはさむ南北 タウンセ/クーの一体化 を図 り､は

やぶ ち川地区 をとり囲む エ リアを一体 の空間 として意識

で きるようにす ることに よって､はやぶ ち川地区 を南北

両地区 を結合す る要 として位置づけてゆ くレベルである｡

第 3は､ タウンセンター､はやぶ ち川地区 と共 にセンタ

ーエ リアをとり囲むグ [)- /ベル トを一体的に とらえて

各部の連担 に より横浜北西部 におけ る 1)-ジョナル核 と

してのポテ / シャルを形成 してゆ くレベルである｡

第 1の レベルにおけ る重要 な戦略拠点は総合公園南側

の タウンセンター3地区 との接点 である｡ この部分は西

側 グ リー ンベル ト側か らタウンセンター-のアプローチ､

センター 3地区 と総合公園 とのスム-ズ75:結合､空間的

一体化等 を決定す る拠点であ り､ この部分の造成計画及

びセンクー 3地区 を含む周辺 のベデネッ トワークの検討

が重要 な項 Bと在るo 第 2のレベルにおけ る戦略拠点は

南北 センターを結ぶ 2本の都市計画道路 (中山 ･北山田

瀕､佐江戸 .北山 田鹿 )及 びはやぶ ち川地区 をと り囲む

5つの山 (総合公国､茅 ヶ崎城吐､追跡公園､近隣 6号

公園､両 セ/クーにはさまれた調整区域内の小山 )であ

る｡上記の 2本の都市計画道路は､南北両地区 とはやぶ

ち川地区 を結ぶ重要 75:媒体 であ れ 両セ/クー とはやぶ

ち川地 区 とのスムーズを動線 を形成 し(タウンセ/ク-

計画 におけ る ショッピング ･コ 1)ド-ルは高架 と在るた

め この 目的にそ ぐわ75,い )､はやぶ ち川地区整備 の引 き

金 とす ることを目的 とするO 5つの山は､はやぶ ち川地

区を一つの域 として意識させ る ようを結界 を形成す る｡

す75:わ ち､はやぶ ち川地区 を保全 された緑 の山に囲 まれ

た地区 とすることによってオ- ブ ンスペース系 としての

ポテ ンシャルを高めると共に､利用面での保全系 との連

担化 の可能性 を生 みだ し､はやぶ ち川地区の整備の誘導

を図ろ うとする ものであるO 第 3の レベルでは タウンセ

ンター､はやぶ ち川地区､グ リー ンベル トの各 々の接合

点のあ り方及 び全体的 を質的充実が重要課題 と在る｡



■総合公園関連整備事業のレヘル

レベル 1

9 9

タウンセンター 2･3地区との融合一体化

′一一一ヽ

ダイレク トなサーキュレーション/視覚的一体化

′一､ヽ′ヽ/ ヽl t

拷 I)

l

′′､-__一ノノ
接点の空間的一体化

レベノレ 2

タウンセンター全体構造の形成/1.2地区の一体化

はやぶち川地区の誘導

総合公Eg

6号近隣公園

総合公細

O
D ':･t丘/

○′
視覚構造(歴史軸)の形成

三 三

it跡公園

iti弥公園

茅ヶ崎城it

保全された山に囲まれた域の形成
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タウンセンター/総合公邸

地域複合核の形成

レベル 3



｢ l~

=

=

=

山

■総合公園関連整備事

業概念図
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7-2 デザイン･コンセプ ト-2

総合公園の整備に よってタウンセ/クーのポテ ンソヤ

ルの強化 を図 り､さ らにはやぶ ち川地区整備 を誘導 して

横浜市北西部の 1)- ブヨナJL,核 を形成 してゆ こ うとい う

基本戦略 の もとに､総合公園がタウンセンター計画 の中

で如何 なる役割 をはた しうるか とい う問題は､如何 なる

タウンセンター係 を目指すのか とい う開発 目標如何 に関

わって くる｡ それに よって､総合公園 と融合一体化 した

ク ク /センター となるか､単をる併存 となるかが定 まっ

て くる｡ あるべ きタウンセンター像 を規定 して くる基 本

的視点 として､次の 3つが問題 となる と思われ る｡

第 1はアーバ ンデザ インの面の問題 で､如何 に魅 力あ

る都 市空間をつ くりだ してゆ くか とい う問題で､当然､

｢都市 らしさ ｣｢7-J'ニテ ィ ｣といった ことが問題 と

されて くる｡ 縦乗のニュータウン開発 におい て7-バ二

ティの高さを求め る場合､ 7-,I-テ ィは主 として密度､

集横慶の問題 として とらえ らh､いわば既成市衝地の一

部 を切 り取 って きた よう女人=的 を高密度空 間がつ くり

だされてきたが､成 功を見た ものは皆無 であった といえ

る. 既成市街地の7-I,'ニティとは:､本来的に高密度 な

空間形態その ものの魅 力にあるのではな く､ アクティビ

ティー､商品 フ ロー といった面 での集横 にあるはず であ

り､単 に空間形態だけ を切 り取 って移植 した として も､

アクテ ィビティー､ フロ-の誘発､ ひいてはまちの魅力

を生みだナはずのない ことは､多 くの失敗 例の教え ると

ころである｡ さらに､第 2の点 ともかかわって くる問題

であるが､商店街 の魅 力の評価基準が しだいに変 りつつ

あ り､ こかまでの商品 7ロー中心か ら街その ものの魅力､

環境 ス トックの評価- と移行 しつつ あることは､多 くの

既成市街地での重心の移動､さ らに諸再開発 におけ るス

トック重視の傾 向に読 み とることができよ う｡

第 2は生活面におけ る価値観の変化 であ り､ こhまで

の消費中心か ら脱皮せ ざるをえな くな りつつあ り､それ

に とも在ってショッt=-ソグ形態 も当然変化 しつつある｡

すなわち､ 多量 消費型か らじっ くり選んで良い ものを買

う型に変 り､ やた らに金 をお とさを くな り､ ゾヨyビン

グク ウ/のあ り方 も､ これまでの金がなければ楽 しめを

V'7ロ-一辺倒 か ら､金 をお とさを くて も楽 しL̂時間が

すごせ る環境 ス トック重視型が､魅 力あるもの として評

価 され る ようになって きている｡

第 3点は､港北地区の タウンセンターのおかhた立地

的条件 に関わるものである｡ 港北地区のクウ/セ/ク-

は生 せh ると同時に､EEl園都市線沿線の各駅 前､地下鉄

3号線 を通 じての新横浜､横浜西 口､関内周辺 .元 町､

さ らには再 開発の計画されてい る横浜東 口､桜木町周辺

の臨海部等 との競合関係 に突入せ ざるをえをV,運命 にあ

るO これ らライ/<ルとの競争に うち勝 って横浜北西部の

リー ジョナル核 に成長す るためには､ よほ ど強力を戦略

がなければ在 らないだろ う｡ こh ら長年のノウ- クと強
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大を資本 を もつ ライバルに対 して､ フロ-面におけ る勝

負 にほ とん ど勝 目がない と言えるだろ う｡ したがって他

の ライバルにまねのでき75:い衝の環境面での魅力の造出

を強力に ブッシュす ことが､ベデ等の公共用地整備 に要

請 されて くる と思われるO 商品 フローにおけ る勝負は基

本的には資本力の関数 であ り､港北地区の タウンセンタ

ーの意図す るような経営形態 を前提 とした場合､まった

く異 った流通 システムで も開発 しない限 り､まった く可

能性は i:い と言 って よho ｢また､良い企画 であって も､

フローの場合は他がまねをすhば､それで競争上の優位

は矢をわれて しま うo したがって､総合開発 な らで仕で

きをい ようを衝 の魅 力をつ くりだ し､それ を吸引 力 とし

て タウンセンターのバ ックアップを図る必要が あるO

以上 の 3点を考察す ると､港北地区の クウ/センター

の 目指すべ き姿は､環境ス トック重視のタウンセンター

であり､具体的には港北ニュー クウ/の開発 巳標 にふ さ

わ しい､経にあふhたタ ウンセ/メ- とい うことになろ

うか｡

<緑 の タウンセンター> こそが目指すタウンセンター

像であるとすれば､総合公園は緑のマグネ ッ トと してク

ウンセンターの空間デザインの中核的､先導的役割 をは

たす もの と位置 づけ らh るだろ うOす表わ ち､総合公園

の緑 を中心 として､そ こか らベデ等の公共空間 を中心的

媒体 として クウ/センターに流hだ した緑 にす っぽ りと

つつみ込 thた､ アメニティーの高いタウンセン ター､

く も りの中の タウンセンタ-> こそ 目指す姿で あ り･ ク

ウノセンクーにおけ る緑のス トックは､ タウンセンク-

の空 間的魅 力を保証す るス タビライザー となると共に､

それ をた よりに出店等 のアクティ ビティーを誘発 させ る

ステイミュt/-クー とも在るはずで ある｡

千里二ュ-タウン タウンセンタ-
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従来のタウンセンター計画にみ られる ｢センターで

のアクティビティ｣の想定は､いわゆる都心でのそれ

をアナt,ノーすることに端を果 しており､二･11クウ

/に於けるセ/クーとは何をもって住民に応えるべき

かとい う視点から見ると著 しく狭い範EBのアクティビ

ティを把えているに過 ぎないと云えるものが多L̂.即

ち､商私 娯狐 業務の他､いわゆる文化的サー ;･主

を受渡 しする場を指向 しているものが殆ん どであb､

それた'けでは都心の′｣､型版ない し亜流を再現 しようと

しているだけといえる｡それでは既存都心との比較vc

かVlて常VC魅力に劣るものとして住民に意識され､更

には新設ニュータウン全体の底力さえ も叔 じる結果を

招いてL̂ると言える｡

このことは､ 日本に於ける近郊住宅E3地のセンター

に限らず諸外国に於ても例が多い.実際VC出来てtnる

セ/クーを眺め廻 してみると､商店その他施設にはさ

まれた人工的75:(細 々とした通路的 )歩行者路を恰 も

センタ-全体を榔成する骨としてみた9､ 自然気象条

件が要求 してもいなVlのに装置イh 人口化､巨大化さ

れた建築物としてのセンターを作ってみたりしている

場合が多い｡

千里NT､高蔵寺､ カンパーノーJL,ド等にそのきら

いがあるO そ うい うセンターでイメー クされるのは､

基本的にはスーパーマーケットの化物であって､郊外

だからこそ求め られ且つ与え得る新 しLhr屋外 ･屋内

のいろLnろな活動を同時に満足させる全生活的な場 ｣

とい うイメージに欠けている｡

この上うに既存空間を検討 してみても､ノミイロッ

トプランに新 しいセンター傍 として書いてあるイメ

-ジー せん じつめれば､ ｢丑か75:アウトド71 1

1)ピンク｣- がなかなか作 り出されてh75:t̂こと

がわかる｡

(賛料02)

Tlllニュー タウン タウンセンター

l即rF 衷参)江

揃浜 紬L;-tiLBリ
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P.lm

7-3 デザイン ･コンセプ ト- 3

総合公園の整備事業 において 日本住宅公団の関わるべ

き範境は公園の基礎的整備であ り､具体的には<空間モ

デル>の検討 で示 された<山の整備>くオ- ブンスペ ー

合公園整備 のための基礎的条件 を整え ることである｡ 言

うまで もを く公園 に限 らず都市施設 とい うものは､固定

的尤形態 を保持するものではを く､時代の要請 に したが

って変貌 してゆ くもので あ り､区画整理事業におけ る公

園整備事業 の目的の一つ は公園がその ようを運動 を開始

す る条件の整備､公園化 のための豊 かな培地 を供給す る

ことである｡ さ らに都市の成 熟 に先 だつ先行的整備､将

来の発展に方向性 を与え る先行投資 としての意味 もある.

日本住宅公団が直接関わるべ き整備事業は､基盤整備､

基幹整備､総合整備の 3つ の段階 に対応 しつつ､<空 間

モデル>に示 された空間構造 を具体化す る ものであ り､

右図 に示 す 7つの事業 (計画範晴 )として提案 書h るO

基盤整備事業は総合公園用地 の公園化のための基礎的

条件 の整備 であ り､公 園化運動の胞子 としての地域文化

の歴史的実体の保全事業､住民参加に よる (記念的 )塞

備事業､現存相生の保全事業､緑化修復事業等であ り､

< ウル整備事業>及 びく もb整備事業> (以下いずれ も

仮称 )よりなるo

基幹整備事業 は総合公園を含 むタウンセンクー地区の

構造化のための基礎的条件の整備 であ り､ グ リー ンベル

ト､ タウンセンター､はやぶ ち川地区 と総合公園の一体

的構造 を形成す る動線整備 であ り､ これは単 に サ ー キ ュ

レー シ ョ ンの整備に とどせ らず､縁の クウンセンターを

形成す る緑化の媒体 として､ ア ク テ ィ ビテ ィーの融合一

体化 のための装置 として､さ らに視覚的にクウ/センク

ー との一体化 を図る道具 として位置づけ られ る｡ グ リー

ンベル トとクウン-t=ンクーをダイ レク トに結ぶ<公園通

り整備事業>､市役所前広場 と総合公園 を経 由 してはヤ

ぶち川 とを結ぶ <山手通 り整備事業>､ タウンセンタ-

の2本 の都市計画道路 をバー クウェイ化す る< 中山 ･北

山田線､佐江戸 ･北山田線整備事業> よりなる.

総合整備事業は港 北中心地区形成のための基礎的整備

で あ り､ タウンセ ンタ-におけ る自由空間 (オープンス

ペース )の造 出､ タウンセンタ-及 び港北中心地区 のシ

ンボル造成事業 であ り､非限定空 間 としての< タウンセ

ンター ･ク リー ン整備事業>及 び､総合公園の シンボル

化事業 である<都 市の冠老備事業> よりなるO

これ らは各 々独立 したプ ロジェク トとして企画､計画

を進 め､それぞれの整備環境が ととのい次第､個 々に単

独 で事業化 し うる. また､ こか らは港北中心地区 の形成

とVlう目的のための 7つの戦略的 フレー ムとも言 うべ き

もので あって､ 固定的をブランでない ことは言 うせで も

をVIo したがって､具体的事業 におV}ては､それぞれの

状況に応 じてさまざまな=夫が あ りうるはず である｡

72



■総合公園整備のため

の7事葉 グリーンベル ト計画 タウンセンター計画 はやぶち川地区計画

に関する計画範噴 に関する計画範鳴 に関する計画範噂

基盤整備 ウル計画KOHのもり

基幹整備 公園通り

山手通 り中山 .北山田繰

総合整備 タウンセンターグリーン
都市の冠
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■総合公園整備のため

の7事業概念図

1 ウル

2 もり

3 公園通 り

4 山手通 り

5 中山 ･北山田線

佐江戸 ･北山田線

6 タウンセンター ･

グリーン

7 都市の冠
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■ウル■もりt公園通 り■山手通 りt中山 ･北山田線

佐江戸 ･北山田線tタウンセンター ･グリーン●都市の冠

75



『ウ ル

76

⑳

< ウル>は総合公園の原点 とも起爆剤 とも位置づけ ら

れ る事業であって､戦略上住民参加 を誘発させ る直接的､

間孝的役割 をになっている｡ 手段的には港北地区の これ

までの歴 史的実体 (資産 )を保全 してゆ くことであるO

具体的には既存民家 の移築､民具等の保存､水田､畑等

の再現､さ らに､ よ り抽象的 に菖蒲田等把 より水EElの空

間形態 を保全す る等の手法があげ られ るだろ うo さ らに

竹林､薪炭林､ スギ､ ヒノキ等 の植林地等の保全､再生

等 の山林の利用形態の保全､修復等 も含 まれ るo

これ らは港北地区の歴史を伝えるモニュメン トとして

保全す ると共に､それ らを ｢有効かつ創造的に利用すべ

き資産 ｣として位置 づけ､将来の諸デマン ドに応 じて文

化施設等 として再利用 してゆ く可能性 も考えるべ きであ

るD さ らに､ これ ら｢古い ｣資産 を うけついでゆ くだけ

ではな く､ ｢先達の手 ｣として既住民の手 に在る次代 に

伝えるべ き｢新 たを ｣資産 をつけ加えてゆ くことも考え

られ る. たとえば､住民の参加 に よって新 しいニュータ

ウン住民 に残 してゆ く｢も り｣づ くりを行 うことを どは

有意義 を ことと思われ る｡

< ウル>は当然､総合公園整備の第-に着手され るべ

き事業であ り､そのために他の事業スケジュ-ル とか ら

みの丑h単独で事業化 してゆけ る位置 であることが求め

られ､ また早測川沿いの既存 コミュニティーに顔 を向け

ていることが望Tiしく､さらに よ り古い歴史的遺構 であ

る第一地区の遺跡公園 と早朝川lをはさん で相対崎 す ると

い う地利的条件 か らも､総合公園の北半が該 当す るもの

と思われ る｡



⑳
[軍 琴 撃 等
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総合公園並備 におけ るく も り>づ くりは､都市の中に

緑の山を残 してゆ くとい う外形的評価に対応す る もの と

して､ さ らに公園 としての ポテ ンシャルを高めるための

｢最 のス トック ｣づ くりとして最 も重要 7E事業である｡

< もり>づ くりは公園の緑 として ｢良き相観 ｣をつ くり
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た してゆ くことであ り､当然現存植生の保全 をベース と

して行 われてゆ くものであるが､外形的 には一体の緑の

山 として意隷 され る< もり> もい くつかの臭 った役割 に

対応す る ものに分化 してゆ くもの と考え られ る｡

第 1は< ウル>の もりであ り､歴史的実体 としての も

りである｡ これは< ウル>事業の一環 として港北地区の

山林の姿を保全する ものであ り､現存の竹林 ､雑木林等

の二次林 となろ う｡ 第 2は タウンセンターの も りともい

うべ きもので､緑の タウ/セ/クーのマクネ ッ トとして

の もりであ り､ クウ/センターの禄 のス トックを形成す

る｡ これは壬 として外形的評価に対応す るものであ り､

そのために も四季 を通 じての緑 であることが望ま しく､

当然常緑樹林 とす ることが考え られ る｡ また タウンセン

ターの もりは総合公園のく もり>の基幹 ともなるべ きも

のであ り､面積的に も大 きな割合 を占るVj:ず であるため､

メインテナ ンス上 の理 由か らも常緑樹林 とす ることが妥

当であろ う｡ 第 3は< タウンセンター ･グ リー ン>の も

りであ り､緑被 されたく 自由空間> としての性格 をもつ｡

これ は総合公園 として当然要請 され る林間利用 に供す る

ものであ り､落葉樹林の疎林 あるいは花木林等 の7メ二

テ ィーの高い空間であることが望 まれ る｡





『公園通 り

80

く公園通 り>は次の<山手通 り> と共に総合公園 とタ

ウンセ/クーの融合一体化 を図る道具である｡ これ らは

タ ウ ンセンターにかける ｢せちづ くり｣の ･)-テ ィンク

'77クク- として位置 づけ られ､ス トック先導 に1る

せ ちの魅力を造 出 してゆ く装置 で もある｡

<公園通 り>はク ))- ンベル トと総合公園､ タウンセ

ンターのバスター ミナル､地下鉄駅等 の交通拠点 と総合

公園 をダイレク トに結ぶ流れ をつ くり出す と共 に､ タウ

ンセ/クーのベデに｢緑 の ･/ヨツ ビングクウ/｣として

の明確 を性格 を与 え､Tiちづ くりに方向性 を与えてゆ こ

うとする ものである｡す なわち､総合公園 をマグネ ッ ト

とす る ｢緑のクウ/センクー ｣造 出のための緑化の媒体

として､ ダイス クに 上る胡党的-体化､バザ-Jt,等 の開

け る多目的空間 として7クティビティーの連続性 を図 る

もの等 として性格 づけ られ そ｡

<公園通 り>は商菜施設 と公Blの接 点 として､また公

園の非限定性 の確保 のために も､公陸り別Zl部､ クウ/セ

ンター第 3地区 との接合部に位置することが望 ま しいo

同時 に これ に よって総合公園 とク.1/ノセンターとの レベ

ル処理 も一体的に処理すべ きである｡ そのために､ タウ

ンセン タ-､総合病院用地の一部 を変更す ることが望ま

t7るo <公園通 り>はグ リー ンベル トの延長 として同程

度の巾員 を確保す ることが望 ま しく､7iた多 B的空間 と

して求め られる性格 か ら､た とえば単断面の並木路 とす

ること等が考え られ る｡ <公園通 り>は緑にあふれ る､

に ぎわいのある都市的 な空間 として､金をかけな くて も

楽 しく時間 をす ごせ るアメニティーの高い､V,わば ｢原

宿塾の7-/(ニティー ｣をもつTiちを形成す る｡
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雷山手通 り

<山手通 り>は クウンセ /メ-第 3地区 の市役所前広

場 と総合公園を経 てはやぶ ち川地区を結ぶル- 卜であ り､

く公園通 り>が商店街の中の道である とす ると､ これは

業務衝､公官庁街 の道 であ り､ ｢緑の業務衝 ｣を形成す

る.横浜の例 をとるそ らは､前者が山下公園沿いの<海

岸通 り>に相当 し､後者は埠頭 と横浜公園を結ぶ< 日本

大通 り>に相当する と言え ようO

<山手通 り>は市役所 前広場 と総合公園を一体的オー

ブンスべ-ス とす るべ く広 巾員のベデ とす ることが望ま

しく､市役所前広場 をインプオルブす る総合公園のタウ

ンセ/メ-へ の貫入 として位置 づけ るO く山手通 り>は

タウンセンタ-の ｢7ッノII- タウン｣のベデ として､総

合公園､市役所前広場 をそれぞれ焦点 とす る港北ニュー

タウンにおけ る最 もフォーマル75:空 間 とす ることが望 ま

れ る｡ <山手通 り>壮総合公園に入 ると中央の尾 根部 を

通 り北側の谷戸を経 てはやぶ ち川地区 に至 る｡ < ウル>

ゾ- ンは このく山手通 り>にク デスクーさせ る｡

<山手通 り>は市役所前広場 を含む総合公園の貫入 と

して､公園 との連続性､一体性 を強化するデザインが求

め られ､総合公園の尾根 の延長 としての地形のアンチユ

レーシ ョン､並木､総合公園か ら広場 までの (例えば水

等 の )要素の連続性､ ダイスク ラインによる視覚的一体

性等が あげ られ る｡総合公園 との接 点､<公園通 り> と

の交差 点には､駅前広場､市役所前広場 と呼応す る′｣＼広

場 を設け､山側-のスムーズ なアプローチを形成す るた

めに何 らかの装置 を設ける｡ ｢また この広場 には<山手通

り><公園通 り>の焦点を形成す るもの として人が 自然

に集まる ｢しかけ ｣､例えば水の導入等 を図 る ことが有

効 と思 われ る. ｢またく山手通 り>のにぎわいを生みだす

ために､業務衝 の通 り側は商店 とす ることが望ま しho
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■中山 ･北山田線

佐江戸 ･北山田線
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南北両 センターを結ぶ 2本の都市計画道路<中山 ･北

山田親> とく佐江戸 ･北山田顔 >は､ クウ/センター地

区 とはやぶ ち川地区を結ぶ動線 として､またはやぶ ち川

地区の レク 1)エー ンヨナルを利用形態を誘導するイン フ

ラス トラクチ17ー として位置 づけ られ るO <中山 ･北

山田線>は タウンセンク-､総合公園､はやぶ ち川地区

等 と第-地区のバスター ミナルを結ぶ｡ <佐江戸 ･北山

田線>は第二地区 タウンセンターのバスク- ミナル とは

やぶ ち川地区､第-地区の遺跡公園､クウ/センター等

を結ぶ｡ これ ら2本 のルー トは､南北それぞれの タウン

センター内の 2本 のベ デ､第-地区のく文化 センター通

り> (仮称 )と､第二地区の<公園通 り>に よって結 び

つけ られ､はやぶ ち川地区 を中心 とす る多様 な施設群 を

サーキュレー トす る. ｢また､早粥川L沿いに計画 され ると

思われ るサイク リング ロー ド､散策路等-の クウ/セン

ターか らのアプ ローチ となるO

これ ら2本の都市計画道路 は人の流れ として横極的に

位置 づけ ることに よ り､ 7メこテ ィーの高い ｢緑のパ-

クウェイ ｣とすることが望まれ る｡ そのために道路 の両

側 (もし くは片側 )に巾広い植樹帯 を持つ散策路 を設け

る ことを凍案す る｡ この散策路 は歩道部分 と周辺土地利

用か らの捻 出分で構成す る｡総合公園 と<中山 ･北山田

線>の接する部分はなるべ くオーブンな形態 とし､前記

散策路 よりスム-ズに公園にアブロ-チできるようにす

ると共 に､ 自動車 レベルに対するオ- ブ /スペース系 の

接点 としたho さ らに<公園通 り> との交点のバス停か

ら総合公園-のスムーズ夜アプ ローチを形成す るために

アンダーJIスを設け ることも考え られ るo



L



■タウンセンター ･

グリーン

⑰

< タウンセンター ･グ リー/>は港北ニュータウン都

心部に おけ る ｢自由空間 ｣として位置づけ られ る｡ ｢自

由空間 ｣は利用者が白か ら創意､=夫 してさまざまな利

用 ができるような､複合慶の高い多 目的､非限定空間で

あるO ｢自由空間 ｣は クウノセンターを多様 な7クティ

ビティ-の場､全生活的 な場 とし､ ｢豊 かな7ウ トド7

~ ･リビング ｣を創 り出すための ｢録の広場 ｣として､

不可欠な要素である と考え られ るo

< タウンセンタ- ･ク リー ン>はその ような ｢自由空

間 ｣として乎担 な広 が りのある空間であることが望ま し

い｡ 基本的には芝生広場等の形態 をとることが考え られ

るが､縁故 された ｢自由空間 ｣- 林間利用 の空 間､ さ

らに桜林､梅林等 といった花木林 とす ることもあ りうるo

また､一部硬い床の空 間 とする ことも必要 と考え られ るO

｢自由空 間 ｣は将来都市内におけ る様 々をデマ ン ドが

顕在化 してゆ くに したが って分化 してゆ くことも考え ら

れ るが､ フレキシブル75:非限定空間 とVlう基本的形態 を

失い､単 目的施設化することはさけをければな らない｡

< タウンセンター ･ク リ-ン>は ク リ-ンベル ト､ タ ウ

ンセンター 内の諸 オー プンスペース (ベ デ､広場等 )､

はやぶ ち川地区の各施設 との動的平衡系 を形成 し､それ

らの利用形態 との相関に よって､< タウンセンクー ･グ

リー ン>の利用形態が規定 されてゆ くことが望 ま しho

< タウンセ ンター ･グ リー ン>はその要請され る形態条

件 のため､現況の谷戸部分 を利用することが適当 と思 わ

れ る｡





■郡市の冠
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<都 市の冠>は､港北ニュータウンにおけ る精神的中

心 と売るべ きシンボルである｡利害関係が錯綜 し､価値

観が多様化 しつつ ある現代 の都市において､ この ような

ものを見 出す ことは困難 で もあ り､ またその意義に対す

る疑問 もな しとは しないが､ 自然発生的な都市 と異 な り､

港北二ュ-タウンの よ うを計画開発の都市 に おいては､

明 らか を開発意図が介在 してお り､その ｢建都 ｣の精神

を記念す ることはそれiLり把意義深い ことであるO港北

二ュ-ク ウ/の よう夜我国にかいて もユニークな都 市開

発にあっては､その精神 (港北ス t='l)ッ ト)を後世に伝

えてゆ くことは充分価値の あることであると考え られ る｡

したがって､く都市の冠>のはたすべ き役割は､港北

ニュー タウン開発事業 のモニュメン トとして､横浜北西

部の リージョナルセンタ-の視覚的象徴 として､さ らに

港北地区 の文化的中枢 として等 々が あげ られ よう｡ 具体

的には､ ｢緑 の環境 を最大限に保存す るまちづ くり｣と

い う開発 目標の具体化 として山それ 自体をモ ニュメン ト

とする こと､< ウル>を発展させてモニュメン トとする

こと､ さ らに､何 らかの文化施設 (港北な らではのユニ

-クを ものであることが望 ま しい )を付加 して文化的 ア

クティ ビィテ ィーの中心 とす ること等が考 え られ る｡

いずれにせ よ､何 らかの形 で港北ニ ュータウンの開発

姿勢 を端的に伝えるもの､国際都市横浜の歴史性 に関わ

る ものであることが要請され る｡ <都市の冠>は タウン

セ/メ-の視覚的象徴 として､ニュ- タウン各都､ タウ

ンセンターの主要部か ら視認される位置 な らびに形態が

求め られ る｡
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第8章 指針-2

90

8- 1 整備プロセスの検討

総合公園の整備 プロセスは大 きく2つのステー ジに分

けて考 え られ る｡ 区画室理事業の よ うを都市成熟の速度

の遅い開発 においては､一般 に公 園に対す るデマン ドが

顕在化す るのは遅 く､総合公園の ような中心的､複合的

施設にあっては特 にデマ/ ドの顕在化 には長時間を要す

る もの と考 え られるo Lたが って､区画整理事業の段階

で総合公園 を ｢完成 ｣させる ことは無意味を ことであ り､

区画整理事業 において求 め ら加 る整備は､公園整備のた

めの基礎的条件の整備､将来有効 となるス トックの形成

等 である｡ これまで述べ てきた 7つの整備事業 も､将来

生成発展 してゆ くシステムの種 を うえつけてお くことと

して位置 づけ らhるO -方､総合公園は事業戦略上､早

期 の整備､何 らかの形 での早期供用が求め られてお り､

基礎的整備段階 に かいて も用 を果 しうる塵備のあ り方が

要請 される｡ したがって､総合公園は区画整理段階 にお

け る公EZl管理のステ- ジと､公園 として公式 に開発 さh

るステ~ ジとに分けてと らえ らh る｡ レりハかえれば､ 日

本住宅公団に よる基礎整備事業 と横浜市に よる総合整備

事業 とい う2段階 の整備 プロセスが考え られ るD

総合公園に対 するニユータウン新住民のデマン ドが顕

在化す るのはかを b先にをるもの と見 らかるため､市サ

イ ドとしては総合公園の整備 に対 してフ ')--ン ドを求

めるものと判断 され るが､基礎整備段階 において公団サ

イ ドが国庫補助 を導入す るとすれば､その段階 で窓 口と

しての市は意志決定 を求め らhることに75･るo ｢また､市

サ イ ドが最終的にか夜Dの整備慶 を求めて くることもあ

りうると考え られるので､実際の整備 プロセスは､ よ り

複雑 な もの と在るはず であるO

以上 を整理する と概略右の とおDと75:ろ う｡

他の事業 とのか らみがな く､単独 に事業化 しうるく ウ

ル>及 び緑化事業 はその性格上､条件の整 い次第着手す

る ことが望 まれ る｡ 緑化事業 に関 しては､当然工事用道

路､管理用道路の整備が並行す る｡ 基幹整備事業に関 し

ては､ クウ/センタ-整備ス ケ ゾユ-ル とか らむため､

かな9遅れ ることが予想さh る. <タウンセンタ- ･ク

リー ン>の整備は､ 中山 ･北山田線の整備 と同時 に行 う

べ きで､地下鉄 3号線開通予定時の駅側か らのアプロー

チ とす る.｢また<公園通 り>が整備され るまで､荏 EEl方

面か ら駅- の7ブローチ として公 園内管理道 を整備す る

必要 がある｡ いずれにせ よ第 1陣 の入居が見込 まわ る時

点 で､何 らかの形 で公開に対す る要求に対応 しうる体勢

としてお くことが要請され るだろ う｡

<都市の冠>事業はその具体的内容 に もよるが､本来

ニュークウ/の新住民 の コンセンサス を得 て行 うことが

望 ま しいが､開発姿勢 のプロパ ガンダとして開発主体が

望む とすれば､先行的な整備 もあ bうると考え られ るo

その場合､スタテ ィックを ものではな く､将来の発展性､

有用性 を保証する ものであることが望ま しい.



●総合公園整備プロセスの関連

公 団 段 階

(基礎整備)

横浜市段階

(総合整備)

初期的整備

(呈芸去冨芸望遠事業等の)

センター事業関連の整備 (基幹整備事業)

区立段1塔における総合整備の事!fI

ニュータウン住民参加による整備事業

公EZl.匡川手補

助叫人の宰相
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8-2 緑化の指針

総合公園の整備計画では､の こす緑 とつ くる緑が取上

げ られ る. 緑の内容は,現存相生 の評価で取上げ られた

二次林 とモ クノウチク林 と常緑広葉樹林 であ り､また､

公園計画の側 か ら要請され る緑蔭 をつ くる疎林や花木疎

林である｡ 現況植林 との関連 で､ このの こす緑 とつ くる

緑 を､その可能性 をふまえて整理す る と､

現存植生 (樹林 )のある個所

のこす緑

二次林

モ ウノウチク林

常緑広葉樹林

疎林

つ くる緑

二次林一一 常緑広葉樹林

二次林 - 疎林

モク ノウチク林- 常緑広葉樹林

その他の樹林一一 (二次林 )

その他 の樹林- 常緑広葉樹林

その他の樹林- 疎林

現存植生 (樹林 )のない個所

(二次林 )

常緑広葉樹林

疎林

に仕分け られ る｡ この うち疎林に関する緑 は計画か らの

要請に もとづ くもので､現存植生の評価か ら相生 の整備

を検討 する段階 では取上げ られ 食い｡

まず､現存植生の評価か らの整備 を検討す ると､確生

の一般の管理項 目が整理 されて､その管理須 目に従 った

持続相生､育成植生､遷移確生､植栽植生に当族 め られ

た検討が ここでは必要 である｡ 75:お､当然管理は､評価

分類された植生がその方針にそ って安定植生 とをった後

の将来 におけ る維持管理 と､評価分類された確生 をその

目途 とす る植生 に移行させ るための整備管理､そ して､

その管理の実施 までの空隙がある場合それ を埋 める当面

の管理の段階 を踏む必要がある｡

〔なお､既 に提案 されている現有植生の管理 (資料 10)

は現存植生の評価が明らかにされないまま整理 されているO〕

植生 の管理は､

植生 の必要個体 の部分 に加える管理

(弟定､枚抜 き､枝打 ち､高切 り､摘芽､言葉

切 り等 )

植生 の必要個体 に加える管理

(萌芽伐､追穂､補楯､倒木起 こし､支柱管理

等 )

植生の不要個体に加える管理

(間伐､格技木除去､除伐､整理伐､下刈 り､

除草､つる切 り等 )

植生の環境 をよ くするための管理



I植生管理区分表 (資料 10)
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(土壌改良､追肥､ 施 肥､准水､棄面 撒水､マ

ルチ ング､耕転､ 中耕､横路､土寄等 )

植生 を保護す るための管理

(病虫害防除､ こも巻 き､猷書防除､防寒等 )

その他 の管理

(清掃､落 ち葉集め等 )

等であ り､必要個体 の部分に加える管理や環境 をよくす

るための管理､保護するための管理､そ の他の管理は必

要に応 じ一般 に行 なわれ るもので､ ここでは必要個体 と

不必要個体に加える管理についての検討 を加える｡

現存植生が将来の安定 をみた時点での維持管理 は､管

理対 象が持続植生 となった常緑広葉樹林 と二次林 (雑木

林 )､モ クノウチク林VC限 られ､原則的にこれ まで植生

を持続させてきた従来の管理 を引継 ぐことVCなる｡ その

ため枯損木除去､除伐､つ る切 りは必須で､退行 遷移 を

うながす下草 に対 しては下草刈 りが必要 で､又､雑木林

では必要 に応 じ萌芽伐 と択伐が､モ クノウテク林 では間

伐が必要になる｡ なお､雑木林の萌芽伐は 15-30年生

の ものを対象 とし､特 に老齢化する と虫害のあ らわれ る

コナ ラを王 に行 ない､モ クノウテク林 の間伐は､病虫害

の出やすV}衰弱 した 4年生前後以上 の親竹 を対象に して

1年 ない し2年 に 1臥 立教 400-1000*/1000〝7､

通常 600本/ 1,000†J前後 を 目途 として行 な うo

植生の将来 の安定のために行な う整備管理 は､持続植

生 と評価 された相生は将来管理 とかわ らないが､その他

の植生 では以下の管理が必要である｡

育成植生は､現況の萌芽林 と､萌芽伐 を加える必要の

ある二次林､樹 高の低vl植生､現況では見受け られ 夜い

が､更新笹 のモ クノウテク林､そ して､二次林 で安定的

を植生構成-の育成 を計る必要 のあるもの もこの中に含

iれ る. 安定的 な相生構成 を指向す る二次林は､二次林

構成種の多様化 とアズマネザサの下草腰遂が育成の目標

で､ コナ ラの-斎林的傾向の ものが対象 とな り､ コナラ

を択伐 して､必要に応 じ別の二次林構成種 を禰植 し､格

技木の除去 を行 ない､つ る切 りをして､退行遷移 を うな

がす下草や､禰植 した ものを破圧す る下草を刈取 る｡ i

た､下草のアズマネザサは常 に下草刈 りをす ることK よ

り安定的であるが､管理 を亜滅す るためにはアズマネザ

サの巌 送が必要 で､ アズマネザサのみの刈取 りを繰返す

か､刈取跡 に瀬木を補稚する. その他の育成植生は:､相

生構成個体 の育成が望まれ､下草刈､つ る切 りを行 ない､

伐採の必要な植生はそれ に先立 ち萌芽伐を加える｡ なお､

萌芽林 も安定指向のための択伐や補穂､アズマネザサの

刈取を必要に応 じて行な うo

遷移植生は.進行遷移 を うそがす下草のある植生 と､

被圧され ていない針葉樹植林 と､破産の低 い二次林がそ

の主 をもので､常緑広葉樹林-の遷移が 目標 であるO 自

然に遷移す ることが可能 を､高木性の常緑広葉樹 の下草

をもつ植生は､他の植生 で も行なわれ る枯損木の除去 と

つる切 り､そ して退行遷移 を うながす下草が あればその
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■植生管理表

管理段階 柚生評 価 対 象 帥 生 皆 問 択 除 壬fLi iーEi水 井伐 伐 伐 伐 望 伐 下 つるll:f 切伐 り 補 植拙 栽 イiih= 々

維持管理 持続他生育成植生心仲flI1生Nl'_i-紬tlI生 常 緑 広 兼 樹 林 ○ ○ △ ○

二 次 林 (経 木 休) △ ○ ○ △ △ ○

モ ウ ソ ウ テ ク 林 〇 〇 〇 △ ○

_*:t侶i,T埋 持統帥生 (将 来 管 理 と 同 様)

干f成fIlEI生 EijJL -芽 林 △ ○ ○ ○ △

L旺j芽 伐 の 必 要 な 二 次 林 △ 〇 〇 〇 ○ ○ △

安定桃成 (上木)指 Itり二次林 〇 〇 〇 △ △ ○ △

安定構成 (下さ,A_.二)指向二次林 ○ ○ △ ○ ○ 下草刈はアズマネザサ等が対象

更 新 笹 モ ウ ソ ウ チ タ 林 ○ ○ ○

遷移他生 選格をうながす下草のある他生 ○ ○ △ ○ 下草刈はアズマネザサ琴が対象鮫 皮 の 低 い 上 木 屑 の 他 生 ○ ○ ○ ○ ○

針集 尉 (スギ .ヒ/キ)植林 ○ ○ △ ○ △

植栽他生 急峻地形に立地していない植生 ○ ○ ○ ○ ○
急峻地形に立地 している他生 △ △ ○ ○ △ (⊃ ○

当面管理 持続他生育成植生遷椎植生植栽植生 モ ウソ ウテ ク林 以 外の他生 ○ ○ ○ 除 伐 は 虫 害 木 が 対 象下草刈はアズマネザサ等が対象

○必要な管理 △ 必要に応 じて行なう宅理 ロ できたら行ないたい管理
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下草刈が必要 で､他の植生 では シラカシ等 の苗木の禰確

が必要になる. そ して､破産の低い植生 では下草刈が必

須にな り､針葉樹碓林 では上木が必要に応 じ除伐 され る.

植栽 植生は､二次林や常撮広葉樹林になぞ らえた植生

の構成が 目途 とな り､すべての該当埴生紘皆伐､枯損木

除去､植栽 ､下草刈､つる切 りの管理が加え られ る｡ た

だ常緑広葉樹林の造成 は､通常 日よけ､滞水の管理が必

要で容易 でな く､現存植生の上木 を残 してそ の林床 に植

栽す るか､二次.林的植生 をまず造成 して､それが常緑広

葉樹林 に置 きかわる ような自然に遵 じた形 の植栽計画が

安全 である｡ 急唆地形 を立地 とす る植生は､地形 の保全

のために皆伐のかわ りK択伐 を行 ない､下草刈 も必要最

少限度 に とどめてお く配慮が必要である｡

この整備管理着手が遅延す る場合行 75:われ る管理が当

面の管理 であ D､当面､植生が退行的に遷移することを

防止 し､整備計画に相生が組込 iれ る時に必要 夜資質 を

最低限度確保するための もので､緊急 を要す る管理が取

上げ られ るO その第-は､現況で最 も目立つ､二次林の

衰退の要因 となってい る7ズマネザサの優勢化 を阻止す

ることで､アズマネザサが密生 している林床の下草刈が

提起 され る｡ なお､他の植生域 の密生 してい るアズマネ

ザサ も将来の植生 の蓑退要因 となることが予想され､現

時点での刈取 りが望ま しい｡ ｢また､クズに よる被圧被害

の発生が､周辺 の状況 か ら予測され､そのつる切 りが当

面の管理 として重要 になる｡第二は相当進ん でtJlる虫害

を防除することで､ これは アズマネザサの刈払いに よっ

て も大 きな成果が期待 され るが､枯損木や病虫害の被害

の大 きい植生個体の除去 も必要である｡ 更VCは､過密竹

林の間伐 も望まれ るが､それは整備管理 にゆずれ る余裕

が現時点 ではあると判断 され る｡

なお､総合公園の整備の計画の側 か ら提起され る疎林

の造成 は､現存植生 の残存立地で､その相生 の一部で疎

林構成 をする時､次の間題が あ句o Tiず､疎林化 に植生

が耐性 をもっているか ど うかで､疎林化 に 上 り土壌が乾

燥 し､人が入 ることか ら籍圧が増 して土壌の空隙が滅少

し､人為に 上る植生個体- の損傷が加え られ る｡ そのた

め残存植生個体は､耐乾珠性のあるものに限 られ､7 ラ

カツやマツ類等 を除 く常緑広葉樹 や針葉樹は或Lにくく

なる｡ 踏圧 を考え るとマツの様 に極端に踏圧 に弱い もの

が あった りす るが､一般的 に成木以外 は､損傷の点 で も

同様 LK成木以外は残 しえな くなる｡ そ して､植生立地的

には､急峻地形の埴生は､疎林化に よ り地形 の崩壊 が考

え られ､疎林化の対象 とはな らない.

疎林 を現存植生を無視 して､また植生のない立地につ

くる時は､現存植生 を利用 して疎林をつ くる時 と念頭 に

お くべ き問題点は同 じてあるが､土壌-の適性 を考えな

ければな らをV,点 と､樹種的把は新穂 では､当初か らの

独立木では養魚条件- の適応性が強いため､現存植生の

利用 より耐乾燥性 に対す る制約が′J＼さ くをる点等が異 る｡
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8-3 当面の課題

本調査研究の成果 を具体的な事業- と展 開す るにあた

って､当面す る課題は次の 3点であるO

(1) 港北中心地区計画 におけ る総合公園の位置づけを再

確認 し､総合公園側か らの諸提案について､関係各

方面 との計画調整 を早急 にすすめることO

(2) 基盤整備事業 の出発点 を明確 にするために､当面の

緑化事業 と並行 しつつ現有植生 を把握す る現実的 夜

方策 を検討す る こと｡

(3) 基盤整備事業 に着手するにあたって､公園づ くりに

参画する<主体>の組級化 を先導す る実践的な体制

を確立す ること｡

第 1の課題は､港北 ニュー クウノ建設事業の業務全体

の進展か らみて､ さ しせせった状況 にあ り､早急 に施行

者 としての公団の意志を統一 し､関係各方面 との横極的

な調整 をすすめることが期待 され る.そのための資料 と

して､総括鰐に｢総合公園整備計画構想 図 ｣を付すO

第 2の課題は､総合公園の現存植生が流動的であ り､

客観的 75:把握が困難 75:状況 にあることに起因 している.

しか し､基盤整備事業は総合公園の起原 にかかわること

で あ り､その出発点は歴史的 に明確 にされ ることが要請

され る｡ 保全管理 を中心 とす る当面の緑化事業 を包括 し

つつ､何 らかのかたちで現存植生 を把握す る､現実的で

実践的を方策 を縮みだす必要が あろ うO

第 3の課題は､ い うまでもな く住宅公団を越える問題

であ り､総合公園のみの問題 では貴いD しか し､ 5- 3

で もふれた ように､住宅公団 も公 園づ くりに組敵的に参

画す る<主体>の一員であ り､施行者 としてその組敬化

を先導す る立場 にあることは明白である｡ この ことは､

22=区におけ るくモデル事業>忙端 的に示 され てい るO

物的くモデル事業>に よって公園緑地整備事業 を先導

す る ことは､戦略的 には有効 であるが､<主体>の参画

を組観化す るとい う点では､一定の限界があろ う. 22

=区の< モデル事業>のまわ りには､す でに港北 ニュー

タウンの住民が生活 してお り､参画するく主体>の組級

化 に額極的 に とりくま怠ければ在 らない状況 にある｡総

合公園 も､事業 に着手すれば同様 であろ う｡

22工区が< もの>先行型のくモデル事業> とすれば､

総合公園は<主体>先行型の<モデル事業> と して対比

しうる可能性 をもっている.レ､ずれにせ よ､総合公園に

おけ る<モデル事業>は､一方では 22=区 と対比 しつ

つ､他方 では両者を統一 してすすめ られ るべ きであろ う｡

<主体> の粗放化は､それ 自体 ひ とつの事業 として意

識的 にとりくまなければな らない課題 であるO物的計画

を十 分に把握 しつつ､<主体> の粗鉄化 に横極的把 とり

くむ実践的を体制が､総合公園の整備 を契機 として確立

され ることを期待 したい.

以 上

98



I 資 料 日7録

資料01 港1地 区の公園･緑道 ･広場 ･歩行者専用道蹄の計画及び役割 1969-11973 日本住宅公EB

紫料 02 割 ヒニュータウン中心地区基本設割報告書 1975 日本住宅公団 ㈱ El太都市総合研究所

賛料05 港北ニュータウン中心地区基本設計報告書 1975 横浜市 El本住宅公団

資料 04 港北地区公園倭地態傭計画報告書 1978 日本都市計画学会

資料 05 公園 ･緑地政策 野呂EE]芳成 1975 産業能率庵期大学出版部

栄料 06 禄の保全i:創造に関するマスタープラン基本的考え方 (素案 ) 1979 横浜市偉政局

牛料 07 着肺 公園の体系的撃傭 小泉借三 調査軍報59 1978 横浜市都市科学研究室

資料 08 港北L=>-タウンの自然および立地条件把関する基礎調査 1968 横浜市部面映 El太住宅公団

賞料 09 港北地区既存樹林地等の保全管理技術駒査報告書 1976 8本住宅公既港北開発局 ㈱貴環境設計事務所
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染料 12 ヨーロッパ'の保存政策2 足達吉士夫 都市住宅7506 鹿島出版会

賛料 15 横浜と私 浅田孝 S,D別冊JW.11 横浜-都市計画の兼摂的手法 1978 鹿島出版会

賛料14 造園計画における<主体>の把握 前野津一郎 造園-ンドブック 1978 日本造園学会 技報堂出版

資料15 市街化区域内農地の活用保全手法飼養報告書 1978 建設省都市局



I写 7t呪 明 (7-るデザイン･コンセプト-5)

㊥ El.本民家園 (旧il:向家 国指定重文 ) 川崎市

◎ 責封t,ニュータウン タウンItyクー模型

⑳ 港北ニュータウン内茅ヶ崎町の既存民家

㊥ 山手茸料銘 (旧園田&) 横浜市

⑳ 明治神宮内苑 東京都

◎ 港北ニュークウy内の谷戸の景親 茅ヶ崎町

㊥ 港北ニュークウy内の*村風景 中川町

⑳ 港北ニューククy稔合公開数地内の畑 茅ヶ崎町

⑳ 山手公園のヒマラヤ杉 横浜市

⑳ ケヤキ 代々木公園 東京都

⑳ 明治神宮 東京都

㊥ 明治神宮 東京都

⑳ 代々木公園 東京都

⑳ 港北-I-クウy総合公園載地内竹林 茅ヶ崎

⑬ 港北ニュータウン総合公園敷地内竹林 茅ヶ崎

⑬ プ-p-こ >の森 ,I ))

⑳ 代々木公用 東京都

⑳ 港北ニューメタy モデル縁遠 新羽町

⑳ 海岸通b 横浜市

⑳ 表参道 東京都

⑳ 明治神宮外苑 東京都

⑳ 明治神宮外苑 (東京バザール) 東京都

⑳ 公爾通b(区役所通b) 東京都
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⑳ 国立室内総合競技場 テニスコート 東京都

⑳ モyソー公園 バ l)

⑳ 駒沢公園 東京都

⑳ オ1)ンピタクパーク ミュン-ン

⑳ 表参道 東京都

⑳ 代々木公園 東京都

⑳ 日本大通9 横浜市

⑳ ポーラ本社ビJt,(五反田) 東京都

⑳ シャンゼJJゼ-大通b バ リ

⑳ オ1)ンビックパーク キュンへン

⑳ 明治神宮 東京都

⑳ 書山ツインタワー中庭 (書山) 東京都

⑳ オ[)ンピタク,i-ク ミュンヘン

⑳ 海岸通b 横浜市

⑳ 海津通b 横浜市

⑳ 駒沢公園 東京都

⑳ 海捧過少 横浜市

⑳ 放射 23号線 (代々木公園前 ) 東京都

㊨ 駒沢公園 東京都

⑳ 明治神宮外苑 テニスコート 東京都

⑳ 代々木公園 (散田フィール r) 東京都

⑳ 地下鉄千代E]線明治神宮駅出口 東京都

㊨ 早軌川 中川町地先

㊨ 代 木々公園 東京都

⑳ 明治神宮 (宝物殿前) 東京都 EI

⑳ 代 木々公園 東京都

⑳ 代 木々公園 東京都

⑳ 代々木公園 東京都

⑳ 放射 23号線 (代･t木公園前) 東京都

⑳ 放射 23号線 (代々木公園前) 東京都

⑳ 代 木々公園 東京都

⑳ 代々木公館 東京都

⑳ 小田原城 小田原市

⑳ 港北こ.llタウン総合公園敷地 茅ヶ崎町

⑳ 紅葉ヶ丘 神奈川県書少年It=ンクー 横浜市

⑳ 大倉山 東洋柑神文化研究所 横浜市

⑳ 小田原城 小EE]度市

◎ ノ､ル トyキャッスル ランコーンニュータウン

◎ ォ))ンビックバ- ク Iエソ へン

写夫撫影 ⑳.⑳ 松崎 喬

その他 上野 奉



総括篇

■ 作業成果の総括

■ ｢総合公園整備計画構想図｣
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182

■ 作業成果の総括

第 1葦 - 訟合公園の位置づけ

総合公園 は､ 二ユークウ/ ･レベル と横浜市域 レベル

との接点 にあって､港北中心地区の重層的､複合的 な紐

粒化の媒体 とな り､総合的 な整備事業 を推進す る先導的

な役割 をになっている0

第 2章- 総合公園の物的条件

港北中心地区の総合的整 備をめざすためには､

･グ リーンベル ト(ク リ-ンマ トリックス幹顔 )

･タ ウンセノク一

･はやぶ ち川地 区 (早朝川l沿 いの市街化調整区域 )

の 3つの要素が組簸化 され る必要がある.総合公園は こ

の重層的､複合的を組軌の要であ D､総合公園整備計画

は港北中心地区総合整備計画 の中枢 をなす と考え られ るo

この よ うな観点か ら､南､北 タウンセ/メ-を一体化

す る媒体 として､総合公園 - TCブロック (南､北 ク

ウ/センターを結合す る2本の都市計画道路 に挟 まれた

仕やぶ ち川地区のブロック )- 追跡公園 を結ぶオ-ブ

ソスペース軸が設定 され る｡ このオ- 7'/スペース軸 の

基本的な性格 は､ (保全軸 )であ9(歴史軸 )である｡

クウ/センターを南北 に結合す る く開発軸 )とこの (煤

全軸 )の 2本の軸 に1って構成 される8の字塾 の構造が

タウンセンタ-の基本的な結構 とな り､ これが港北 中心

第 5章 - 総合公園の整備 におけ る保全の意義

総合公園の整備Kおける保全の意義 は､公園化､ クウ

/セ ンター化､都市化 の 3つの側面か らとらえ られ る｡

保全植生 を前堤 とすれば､公園一般吐特定 の植生を要

求 しないo この場合､樹種 の問題 よbも被慶 あるいは相

観 とV,つた公園の空間形成 に直接寄与す る側面､ あるい

は公園化 に よって発生す る諸 々の負荷 に対す る持続性の

有無 といった ことが問題 と75:ろ う.

総合公園の計画 におけ る総体 としての地形保 全の意図

は､地形 のグ -/ユクル ト(形態的秩序 )の継東 として理

解 され る｡総合公園のグ /ユタル トは ｢木の生えた録 の

山｣ として とらえ られる｡総合公園の整備 において要求

される地形 の保全 とは..この ようなあの山のグッユタノレ

トを継蕃 することであ少､ よb正確には､ あの山が保全

された と知覚 しうる新た なタ ウ ンセンタ-のゲシ-タル

トを創 出す ることである｡

現存 の地形､植生 を生か しつつ総合公園 とい うニユ-

タウンの新たな財産 をつ くDだ してゆ く ことは､単 に も

のを或 す とV,う側面 に とどせ らないO植生にせ よ､地形

にせ 上､永年 の点薬生産 による人為的所産 であ 9､それ

を残す ことは､何 らかのかたちでその背景 となった社会

的側面､いいかえれば生活 の塾 の記寿 を残す ことにつ を

がる｡総合公園 の計画にこの ような文化的側面の保全 を

組込 む ことは､住民参加 とい う運動の種子 あるいは胞子

を うえつけ ること､ ととらえることがで きる｡



第 4章 - 松合公園整備計画のあ り方

総合公園整備計画 は､単 をる段階整備 で も古く＼また

単 75:る基盤整備で もを く､当該段階 で十全 を意義 を もつ

諸事業 の展開の過程 として､生成､発展 してゆ くよ うに

立案 されることが要請 され る｡ この ようを総合公園 の発

生的展開 を具現化 する包括的 を仕組 を構築す ることが､

総合公園整備計画の基本的を課題であD､以下 この仕組

普 (生成 /ステム )と呼ぶ ことにす るO

(生成 システム )の基本的 な枠組け､総合 公園整備計

画の構成要素 となる (範暗 )､事業 の発展段階 としての

(位相 )､お よび､各発展段階 における対象 の階層構造

を示す (次元 )､ の 3つの側面か ら構成 され るO

〔く生成 システム )の基本的 な枠組 〕rp45参照 )

(範時 )- 計画 の構成要素

･グ リーンベル ト

･クウ/センタ~

･はやぶ ち川 地区

(位相 )- 事業の発展段階

･基盤整備

･基幹整備

･総 合整備

(次元 )- 対象の階層構造

･総合公園地区

.タウンセンター地区

･港北中心地区

第 5章- 総合公園整備計画のための く概念モデル)

総合公園整備計画 の空間的､時間的な発異を誘導す る

包括 的な仕組 を設定す るための媒体 として く概 念モデル )

を導入す る｡そ して､ この (概念モデル)の理解 を通 じ

て､ (生成 ンステム)が再確認 される○

(生成 システム )のための (概念モデル )は､

･ ｢保全｣ の意 図を頂点 とし､

･ ｢市民参加.の理念 を底辺 とし､

･3つの (範噴 )を稜 とし､

･3つの (位相 )を もち､

･3つの (次元 )を内包す る､

(三角錐 モデル )として構築 される｡ - ｢港北第二地

区総合公園整備計画のための概念モデル - (生成 ソス

テム )のための (三角錐 モデル )1979J(P49参照 )

(生成 ンステ ム )が発生的側面 と発展的側面 を もち､

単純 をものか ら複雑 なもの- と発展す る有機 的構造 を も

っ ものであれば､それは､発生 に先だって超原 を もち､

また､一定 の発展段階 に至 って､新 しい質- と転化す る

ことが必然であろ う｡

総 合公園の生成 の姿 は､起原 丁 発生 - 発展 一 転

化 の 4つの段階 をおって変貌 し､総合公園整備計画 の 3

っの戦略計画 は､ この変貌 を促進す る媒体 となる〇

･起原か ら発生- - (総合公園基盤整備計画 )

･発生か ら発展- - (タウンセ ンター基幹整備計画 )

･発展か ら転化- - (港北中心地 区総合整備計画 )
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第 6葦 - 総合公園整備計画のための く空間モデル )

総合公園整備計画比､空間構造的に 3つの側面で とら

え られ る.第 1吐 く木の生えた山 )としての総合公園 で

あ D､第 2はオーブンスベ-スとしての総合公園 である.

第 3は､ タ リー /ベル ト､ タウンセンター､仕やぶ ち川

地区を組敵化す る媒体 とし′ての総合公園 であるO これ ら

の 3つの側面は空間概 念 として次の 3つに整理 で きる.

･殻 (カラ )- 山

･催 (コウ )- オープンスペース

･骨 (ホネ )- サーキ-レー / ∃ /

これ ら3つの空間的側面は基本的にそれぞれ独立 した

ー事項 であ 9､ これ ら3つの空間概念は (浮遊 )とV,う概

念 の導入によって一 つの空間像 に合一す る｡すなわ ち､

用 と形態の帝離､土地条件 の個別性の捨象､組静構造体

の内部-の不干渉 といった諸関係 の浮遊 状態の想定が必

要 となる｡ く空間 モデル )は これ ら浮遊す る 3つの側面

の補遺 的整理 お よび理解の道具 である｡

毒 手 -

蘇/皮-竣 (ゲシュタル ト)

腔 -鳩 (オープンスペース)

骨 -系 (組鼓化)

第 7章 - 総 合公園のデザイ ン ･コンセプ ト

総合公園 の整備は､ タ リー /ベル ト､ タウンセ/メ-､

はやぶ ち川地区のそれぞれの中核的施 設 として､ さ らに

それ らを総合化 した港北中心地区 を形成~す るモーメン ト

お よび媒体 とをるもの として位置づけ られる｡

基本的毛戦略 として仕.総合公園 を牽引力 として タウ

ンセ ンタ-のポテ ンシャルをあげ､それに よってはやぶ

ち川地区 の整備 を誘碑 し､ さ らに クウノセンタ-､はや

ぶ ち川 砂区､ グ リーンベル トを一体化 した港北中心地区

の形成 をね らってゆこうとす るものである｡ この ような

戦略は総合公園整備計画のための 3つの戦略計画に対応

す る 3つの レベルにわたって展開 されるo (P67参照 )

総合公園の整備事業 に おいて 日本住宅公団の関わ るべ

き範噂 は､ く空間 モデル )の検討で示 された (山の整備 )

(オープンスペースの形成 )(クウ/セ ンタ-組級構造

の形成 )によ 9､総 合公園整備 のための基礎的条件 を整

え ることであるO これ らの事業 は､基盤整備､基幹整備､

総合整備の各段階 に対応 しつつ､ (空間モデル )に示 さ

れた空間構造 を具体化す るもので､右 の 7･つの事業 (計

画範暗 )として提案 されるo

これ らの事農 技各 々独立 したプロジェク トとして企画､

計画 を進め､それぞれの条件が整'の しだい個別 に事業化

しうる｡ また､ これ ら比港北 中心地区~ゎ形成 とV}う目的

のための 7つの戦略的 フ レームともい うべ きものであっ

て.固定的なブラ/ではない ことはL̂ うまで もない｡
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■総合公園整備のため

の7事業 グリーンベル ト計画 タウンセンター計画 はやぶち川地区計画

に関する計画範噂 に関する計画範鳴 に関する計画範噴

基盤整備 ウル計画KOHのもり

基幹整備 公園通り

山手通り中山 .北山EE]繰

総合整備 タウンセンターグリーン
都市の冠
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第 8章 - 総合公園の整備 プロセス

総合公園 の整 備 7一ロセス綻､概略､区画整理段槻 lてお

け る公団管理のステー ノと､公園 として公式に開設後の

ステー ジとに分け られ､ 日本住民公団 による基礎整備専

業 と､横浜市に 上る総合整備卓菜 とい う2段階 の整備 プ

ロセスが考 えられ る｡ (P91 参照 )

他 の事業 とのか らみが なく､単独 に事業化 しうる基盤

整備事業 は､条件が整い しだい着手す ることが望 まれ る｡

基幹塵 挿手兵に関 して吐 タウンセ/メ-整備 スケジ ･1-

ル とか らむためか な9遅れ ることが予想 される｡総合 整

備事業 の うち (ダウ/センタ- ･ク リー ン)の整備Qj:､

(中山 ･北LLl臼顔 )の整備 と同時に行 うべ きであろ う.

(都市の冠 )容共 け､本来 ニュータウンの新住民の コソ

セ/サスを得 て行 うことが望 ま しいが､開発姿勢 のプロ

Jlガンタ と して開発主体が望 む とすれば､先行的75:盤偏

も参 bうると考 え られ るO

総合公園 の整備計画 では､の こす緑 とつ くる緑が とb

あげ られるO現存植生 との関連 で､ このの こす緑 とつ く

る禄 を､ その可能性 をふまえ′て整理す ると､次の ように

仕分け られ る｡

〔現存植生 (樹林 )のある個所 〕

(のこす緑 )

･二次林

･モ ウノウチク林

･常緑広葉樹林

･疎林

くつ くる緑 )

･二次林 - 常緑広葉樹林

･二次林 ー 疎林

･モ ウノウテク林 .一一一常良広葉樹林

･その他 の樹林 - (二次林 )

･その他の樹林 一･一常緑広葉樹林

･その他 の樹林 一一一 疎林

〔現存植生 (樹林 )のをV,個所 〕

･(二次林 )

･常緑広葉樹林

･疎林

本調査研究 の成果 を具体的 な事果- と展開す るにあた

って､当面す る課題は次の 3点である｡

(1) 港北中心地区計画 におけ る総合公園'Z)位置づけを

再確認 し､総 合公園側か らの諸提案 につVlて､関

係各方面 との計画調整 を早急 にすすめ ることO

(2) 基盤整備事業 の出発点を明確 にす るために､当面

の緑化事業 と並行 しつつ現存植生 を把握 ナる現実

的75:方策 を検討す ること.

(3) 基盤整備事業 に着手す るにあたって､公園づ くり

に参画す る く主体 )の組執化 を先導す る実践的な

体制 を確立す ること｡
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J 整備構想の コンセ プ トと空 間 イメー ジ



●総合公園整備のため

の7事業概念図

1 ウル

2 もり

3 公園通 り

4 山手通 り

5 中山 ･北山田線

佐江戸 ･北山田線

6 タウンセンター ･

グリーン

7 都市の冠



■総合公園周辺関連図
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